
－65－ 
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午前１０時    開議 

○議長（田中 敏靖君）  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 欠席の届けのありました議員は、髙砂議員であります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  会議録署名議員の指名   

○議長（田中 敏靖君）  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。１８番、久保議

員、１９番、森重議員、御両名にお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  一般質問   

○議長（田中 敏靖君）  議事日程につきましては、お手元に配付しておりますとおり、

一般質問でございます。通告の順序に従い進行したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 これより質問に入ります。最初は、９番、河村議員。 

        〔９番 河村  孝君 登壇〕 

○９番（河村  孝君）  おはようございます。公明党の河村孝でございます。 

 １番目の登壇は１年ぶりとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 まずは、農福連携促進事業の推進について御質問させていただきます。 

 障害者が農業を通じて社会参加する農福連携促進事業が今年度から本格的にスタートし
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ました。 

 この農福連携促進事業は、人手不足など農業が抱える問題の解決、また、障害者の生き

がいや就労へのきっかけづくりなど活躍の場の拡大、さらに９月定例会等で取り上げさせ

ていただきました、人手不足対策等様々な効果が期待されているところでございます。  

 私は、１月に農福連携促進事業を活用されていらっしゃる農家さんを御訪問しました。

今までは出荷のための袋詰めなど、家族総出で行っていたそうです。しかし、手伝いの主

力である親の世代も高齢化し、作業ができなくなり、最近では夫婦２人だけで連日深夜

１時、２時まで働き、本当に大変だったと言われておりました。 

 そのような中、昨年の１１月、１２月は、暖冬の影響で農作物の成長が早く、収穫時期

が集中し、野菜が一挙に大量にできてしまい、出荷作業が追いつかない状況に大変に困惑

したそうでございます。そこへ農福連携促進事業のお話を聞きし、福祉事業所に袋詰めな

どの作業をお願いしたところ、農作業の負担が大きく減り、本当に助かっているとお伺い

いたしました。 

 一日の流れを御紹介しますと、農家さんのところへは複数の福祉事業所がお昼前にコン

テナに入った取れたてのキャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、タマネギなどを軽トラ

で取りに来られ、福祉事業所へ持って帰り、作業をされ、作業を終えて、夕方に再び袋詰

めされた野菜を納品に来られます。 

 次に、福祉事業所である就労継続支援Ｂ型事業所へ行き、利用者さんの作業の様子を見

学もさせていただきました。作業される方は、精神障害の方や知的障害の方が多いとお聞

きいたしましたが、自然の農作物を扱うからか、不思議と落ち着いて作業されているよう

でございました。また、利用者さんが自分の身体の調子に合わせて、作業時間を調整され

ているともお聞きしましたが、皆さんが真剣に、そして丁寧に作業をされておりました。  

 福祉事業所の担当の方は、障害者にとって、何よりも自分がきれいに袋詰めをした野菜

が店頭に並ぶのを見て、大きなやりがいになっており、さらに就業へ向けて活躍の場が拡

大することを期待されておりました。 

 農福連携促進事業は、農業と福祉が連携することにより、農業分野でも福祉分野でも、

地域に希望が見える明るい事業であると私は認識をしたところでございます。また、農福

連携促進事業では、農業と福祉のマッチングが大切だと気づかされました。 

 農家さんは、障害のある方がどれぐらい作業ができるのか心配だった。しかし、衛生管

理に気を配り、野菜をきれいな状態で袋詰めしてくださるので、安心して任せられている

とお話ししたように、始めるまでの不安感をお聞きいたしました。 

 一方、福祉事業所からも、最初はどれぐらい作業ができるか不安だった。しかし、農家
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さんとも協議をして、きちんと作業ができるようになったと、こちらも始めるまでの不安

感をお聞きしたところでございます。 

 本市では、健康福祉部障害福祉課がマッチングのために大変に御苦労されておりますが、

農業と福祉の両方から言われたのが、事業の開始には不安があるとともに、この事業をま

だ知らない、あるいは理解していらっしゃらない農業者や福祉事業者が多いのではないか

という点でございました。そのためにも、さらなる丁寧な周知とともに、農業と福祉の双

方が不安を減らすような取組も必要ではないかと思います。 

 現在、障害福祉課が作成されております、農業者と福祉事業所による作業手順書がござ

いますが、その内容の充実はもちろんでございますが、例えば、今後の事業拡大のために、

弘前市が行っているような、農作業スケジュールに作業の難易度などを加え、障害の度合

いに合った作業が季節ごとに一目で分かるような農福連携カレンダーの制作や東京都の世

田谷区が行っているような、福祉事業所の利用者向けの草むしりや種まきなど、土に触れ

ながら農作業を楽しんでもらう体験会など、不安を減らすような取組も考えていく必要が

あると思います。また、農業も福祉も理解がある農福連携専門のコーディネーターも必要

ではないかと考えるところでございます。 

 現在、農福連携促進事業では、福祉事業所に支払った農作業委託料の２分の１の補助率

で、１福祉事業所への作業委託につき、補助上限額が１０万円となっておりますが、この

枠も広げていく必要があると考えております。また、福祉事業者が農業に参入しやすいよ

うに、例えば、袋の開口部を密封する機械のシーラーとか、野菜の重さを量るはかりとか、

熊手のような道具類のハード面の補助も必要ではないかと思います。さらに、細かい点に

なりますが、衛生用品として手袋やエプロンなども必要でございます。 

 このような連携強化の取組によって、人手不足の農業者も助かる、障害をお持ちの方も

農業においてそれぞれの個性を生かしながら活躍できる、社会に貢献できる喜びを感じ、

就労へ向けて一歩進むことができる、農業と福祉のウィン・ウィンの関係を築けると思い

ます。 

 ここに、地域の新たな希望があります。公明党は、障害者や高齢者をはじめとする地域

のあらゆる機関と住民が一緒に地域づくりを進めていく、このような地域共生社会の構築

が重要であると考えております。本市として、今後の農福連携促進事業をどのように推進

するのか、御所見をお伺いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ９番、河村議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  河村議員の農福連携促進事業の推進についての御質問にお答え
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いたします。 

 私は、農福連携は農業における労働力の確保と障害者における特性を生かした社会参加

と収入の確保につながるものと考え、しっかりと推進していくこととし、「輝き！ほうふ

プラン」に、誰もが生き生きと活躍できる場づくりを位置づけて取り組んでいるところで

ございます。 

 本市におきましては、農福連携を実施できるよう、農業者、障害福祉関係者、高齢福祉

関係者による、防府市農福連携検討会議で協議を重ねる中で、牟礼にあります市の花木セ

ンターを活用して、障害者が花の苗を育成するなどの農福連携モデル事業を行ってまいり

ました。 

 事業の実施に一定のめどが立ちましたことから、今年度、農福連携促進事業を開始した

ところでございます。 

 事業開始に当たっては、まずは、市の職員が農業者と障害福祉サービス事業所とのマッ

チングを行い、委託料の一部を補助するなど、立ち上がりをしっかりと支援しております。

その結果、現在法人を含む７農業者が、タマネギの皮むき、野菜の袋詰めや籠の洗浄など、

障害の程度に応じた作業を延べ１０事業所に委託され、作業を任せることで生産性が向上

した、消極的だった方に積極性が出てきた、もっと多く働きたいなどの声を頂戴しており、

一定の成果を上げているものと受け止めております。 

 市といたしましては、農福連携をさらに発展させ、定着させるためには、農業者の規模

や農作物によって生じる作業時期の偏りをなくし、障害者にとって１年を通じて作業があ

ることが理想であると考えており、今年度の取組をまとめた、分かりやすい事例集などを

作成し、広く周知したいと考えております。 

 私は、将来的には、恒久的で自立した農福連携を防府モデルとして構築し、定着させる

ためには、農協や農業公社等を中心に、障害者の特性に応じて、集落営農法人等の農業者

とのマッチングを行うことが理想と考えております。 

 そのために必要な支援をしっかりと行い、農業者にとっては、事業所や障害者が大切な

パートナーとなり、障害者にとっては、農業を通じて社会参加や働く喜びを感じられると

ともに、収入の向上にもつながるよう取り組んでまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ９番、河村議員。 

○９番（河村  孝君）  前向きな御答弁ありがとうございます。 

 現在７農業者という御答弁もございました。また、１年中作業があることで、事例集の

作成も行っていただけるというような御答弁もありました。 
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 やはり、福祉事業所にとりましては、この仕事がずっと、いつまであるのかというとこ

ろの不安感というのが、常について回るというふうにもお聞きしております。しっかりと

取り組んでいただきたいと思います。また、市長のほうから、恒久的な防府モデルの構築

というお言葉がございましたけれども、新しい取組、まだまだ誕生したばかりの取組でご

ざいますが、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 今回は本格実施された事業ということで、現場を回る中で喜びの声をたくさんお聞きし

たこともあり、様々な要望をお聞きし、将来の大きな可能性といったものも同時に感じた

ところで、このたびの一般質問ということになりました。 

 特に、今、農業政策というのは法人化に力を入れており、大事な取組でもあり、どうし

てもクローズアップされますが、その陰で小さな、零細な農家さんも家族で必死で働いて

いる現状があります。 

 言われたんですけれども、人手不足で毎日がつらくて農業をやめようと思っていたら、

今年度、農福連携促進事業で本当に助かったというふうなお声を私は頂戴いたしました。

さらに、毎日の農作業の先に、大変な農作業の先に、障害をお持ちの方と触れ合うことで

温かな交流ができ、社会貢献にもつながるという新しい、新たな喜びも感じていらっしゃ

いました。 

 一方、福祉事業所の利用者さんも、就労へ向けて農業分野という新しい訓練の場、チャ

ンスを手に入れることができると同時に、障害者の支援の輪が大きく広がり、その点に大

きな希望を持たれていらっしゃいます。 

 先ほども申し上げましたけど、まだまだ手探り状態の事業で試行錯誤の段階でもあり、

福祉を農業に押しつけることがあってもいけませんし、逆に、農業を福祉に押しつけても

いけません。お互いにウィン・ウィンの関係で両方が認め合い、喜びの中で事業を発展し

ていくことが重要であり、そこが、今、市長が言われた、恒久的な防府モデルの構築とい

ったところにつながってくると思います。 

 繰り返しになりますが、そのためのマッチングやコーディネートが非常に重要になりま

すので、まだ事業を知らない、７農業者と言われましたけれども、丁寧な周知が求められ

ております。 

 市におかれましても、健康福祉部、新年度からは福祉部障害福祉課の担当になります。

この福祉の担当部署だけではなく、農業の担当部署である産業振興部の双方がしっかりと

連携していただき、丁寧な周知や連携作業を行い、本事業をさらに推進していただきたい

ことを要望いたしまして、この質問を終わります。 

 ２番目の質問項目である市民活動の推進について、お尋ねをいたします。 
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 本年度防府市市民活動支援センターは２０周年を迎えました。私は、もう２０年以上前

になりますが、個人として、周りの方々の影響もあり、県民活動や市民活動に参加させて

いただき、たくさんの交流もさせていただきました。これが私の財産になっております。  

 そのような中、２０年前に天神ピア２階の、狭いフロアでございましたが、センターが

開設され、市民が主体となって社会的な課題の解決に取り組む市民活動に大いに期待をし

た当時を懐かしく思い出します。それが現在、約２００団体の市民活動団体・個人の登録

があり、大きく発展しております。 

 現在、センターでは多様な属性のつながりの地域づくりを協働推進事業の一つとして取

り組んでいらっしゃり、市内在住の高校生や大学生を中心とした、若い方との交流を他方

面から取り組まれています。 

 その高校生や大学生を中心とした青年世代との交流の一つの成果として、先月、ルルサ

スにおいて、防府市市民活動支援センター開設２０周年記念の市民活動団体交流会が開催

されました。交流会では、まず、防府商工高校の生徒さんが取り組んできた活動が報告さ

れました。御存じの方も多いと思いますが、着物文化を広めたいとの思いで平安貴族の装

束作成をしたり、防府市観光ボランティアガイドの会の御協力で、多くの方に防府をもっ

と知ってもらいたいとの思いで観光資源を学び、生徒主体による観光ボランティアに挑戦

したり、ＳＤＧｓの活動の一環として、食品ロス削減のためにフードバンクの活動など、

多彩な高校生の活動が披露されました。 

 ２番目の報告では、高川学園中学校・高等学校が乳幼児との触れ合い活動を家庭科で共

同活動を実施する中で、地域にとって学校が身近になる等の効果が生まれ、休耕田を活用

した高校生による米づくりや小学生を対象にしたスポーツ体験会あるいは敬老の日の取組

など、連携・協働の取組が広がっている成果が発表され、若い青年世代による、新しい形

の市民活動の姿を見ることができました。うれしく思いました。また、大学生の発表では、

山口学芸大学生が知り合いに教えてもらって、子ども食堂のボランティアに参加したり、

防府市出身の周南公立大学の学生さんが、ボランティア活動は実家のある防府のほうがボ

ランティア活動がしやすいということで、防府に住んでいる友達や幼なじみに声をかける

などの自主的な活動を展開し、ボランティアの輪を広げているという活動紹介もございま

した。 

 さらに、周南公立大学の地歴研究会による、防府の商工業という本を作る活動の発表も

ございました。この活動の中で、白石呉服店さんやさいとう人形玩具店さんなど、歴史が

ある市内の店舗や工場を取材し、まとめた成果が発表され、もっと防府を知りたいとの感

想を言われておりました。 
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 団体交流会の昼の部も夜の部も、参加者が少人数に分かれての、グループに分かれて高

校生や大学生とボランティア活動について話し合う、ディスカッションをする場もあり、

積極的に活動する高校生や大学生等、若い方から私も学ぶことができました。最近の高校

生・大学生は、ＳＤＧｓも学び、しっかりと発言できるし、プレゼンもできるし、何より

まちの課題を自分たちの課題と捉える、当事者意識を強く持っていると感じて、本当にす

ごいなというふうに私は感じたところでございます。 

 さらには、他県から周南公立大学に進学した学生さんが、実は防府市に住んで大学へ通

っているとのお話もお伺いし、防府のまちに対して、青年世代の自由な発想力と行動力、

そして可能性に圧倒された団体交流会でございました。 

 このほかにも、地元の山口短期大学の学生さんは、プロジェクトチームちゃすむんき～

により、毎月第３日曜日家庭の日にルルサスで親子ふれあいイベントを開催しており、好

評であり、子ども世代に定着したイベントに成長しております。また、牟礼の県立農業大

学校の生徒さんによる、うめてらすやスマイルほうふでの野菜や果物の販売実施は毎回好

評ですし、すてきな花束の販売なども喜ばれております。毎年の花回廊に使用する花の栽

培も、農大生の活躍の一環としてマスコミで報道されております。 

 今後の市民活動として、新たな方向性の一つとして、このような青年世代との連携と協

働を推進していくことは、防府市のまちづくりにとっても重要であると考えます。そのた

めにこのような青年世代の活動しやすい環境を整えることも大事だと思いますので、何点

か御提案をさせていただきます。 

 １点目は、ボランティア手帳の作成です。名称は、地域貢献活動手帳でもいいのかもし

れません。中学校や高校時代のボランティア活動は、学校を通しての活動が多いために記

録がなく、どのような活動をしたのかが不明になることが多いようでございます。  

 特に中学生では、防府市教委が力を入れている地域教育ネットによる地元のお祭りへの

参加などのボランティア活動や清掃活動などが考えられます。このようなボランティア活

動は、中学生にとって感じたことや気づきを記録し振り返ることで、成長の励みになりま

す。また、大学入試でも、特に最近のＡＯ入試では、過去のボランティア活動を自分の強

みとして発表することも重要になっているそうでございます。このような入試対策にもな

ります。 

 さらに、ボランティア記録から、防府のまちへの思いを膨らませることもできます。ま

た、活動において企業との連携も考えられ、キャリア教育のように、仕事への視野が大き

く広がることで、将来の地元企業への就職につながることも予想されます。 

 この手帳には、ボランティアの連携窓口となるセンターや企業などの連絡先一覧、活動
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内容の紹介やヒントなど、活動の幅が広がるような情報提供も必要だと考えております。

また、この手帳は紙媒体でなくても、ＤＸ推進の立場から、青年世代用としてスマホアプ

リやウェブで完結するようなものでもよいのではないかと考えます。このようなボランテ

ィア手帳の作成をまず御提案いたします。 

 ２番目に、青年世代が自由に、そして十分に活動できる支援です。例えば、活動保険の

充実でございます。 

 ボランティア活動に活動保険は必要です。高校生については、学校活動以外ではスポー

ツやインターンシップに関する保険は適用できません。防府市地域貢献活動保険制度がご

ざいますが、制度に対象となるか、活動前の確認の必要があります。また、センターの登

録団体については、市社協のボランティア保険をかける場合もあり、その費用負担が重く、

活動の幅を狭めている現状もございます。まずは、安心して活動できる環境づくりをお願

いしたいところです。 

 また、高校生や大学生は、活動するための交通費や活動費を工面するために苦労してお

ります。以前は、山口大学や県立大学の学生が防府市のボランティアに参加するには、交

通費の問題がよく指摘されておりました。私も、以前、山口市内に通勤し働いていたとき

に、市民活動をする学生さんから、山口市内では手軽に自転車で移動できるが、防府市は

バス移動や鉄道を乗り換えての移動となるために行きづらいという点を言われておりまし

た。当時、勝坂の壁とも言われておりました。 

 現在は、市外の大学生が防府の活動に参加する場合、一定の要件はありますが、防府ま

での交通費等の県の補助があると伺っており、この点は評価していますが、貴重なアルバ

イトの時間を削って活動に参加する学生もいることから、防府の地で青年世代が安心して

自由に活動できるような支援がぜひとも必要でございます。 

 ３番目に、防府市市民活動支援センターの充実です。 

 中学生や高校生などのボランティア活動が盛んになっている今こそ、その活動を大学等

に進学あるいは就職して、社会人としても防府で活動できるような支援体制をしっかりと

つくることが必要だと考えます。その支援体制が将来の自治会活動などの地域活動や防府

市のまちづくり活動につながっていくと考えます。 

 今回の団体交流会では、青年世代が防府のまちに興味を持ってくださっていることを実

感すると同時に、防府が持つポテンシャルの高さを示していると感じたところでございま

す。それに応えるためにも、各種団体や人だけではなく、商工業や歴史など、今、セン

ターが取り組んでいる多様な属性のつながりの地域づくりのさらなる推進が求められてお

り、コーディネーターなど、市民活動支援センターとして、事務局機能のさらなる充実も
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必要であると考えます。 

 以上、市民活動をしている方々にお話をお聞きし、まとめた３点について御指摘をさせ

ていただきました。 

 その御意見を伺う中で、防府市内には４年制大学はないが、その分、自由な発想で学生

さんが地域活動を防府の地ではできるのではないかとのお話もお聞きし、私も実際に防府

で活動している学生さんのお話をお聞きいたしましたので、同感し、納得いたしました。  

 防府市が、青年世代にとって存分に地域活動で活躍できる舞台をしっかりと整備するこ

とが重要であると考えます。それが、結果として、市長の構想でもある人口増にもつなが

るというふうに思います。 

 市民活動について、防府市として今後の市民活動をどのように推進するのか、御所見を

お伺いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  河村議員の市民活動の推進について、ボランティア手帳の作成、

青年世代が自由に活動できる支援、市民活動支援センターの充実を提案されての御質問に

お答えいたします。 

 本市においては、平成１５年に市民活動の促進・支援及び活性化を図るため、防府市市

民活動支援センターを当時の天神ピアに開設し、平成１８年にはルルサス防府の完成に合

わせ、現在地に移転いたしました。 

 その後、ルルサス防府には令和４年に文化センターを整備し、令和５年には、街角の年

金相談センターも移転・誘致いたしました。この一帯には、図書館や防府駅、県立の高等

学校等もあることから、多くの人が集まる町なかのにぎわいの一大拠点であり、市民活動

の推進のためには理想的な立地にあります。 

 私も、市長就任以来、毎週のようにセンターを訪れ、その状況を直接確認しております。 

 さて、議員御案内のとおり、市民活動支援センターには、教育や福祉の推進、地域の安

全やまちづくり等に取り組む約２００の活動団体が登録されております。当センターでは、

スキルアップ研修会の開催や中高生及び大学生等と市民活動団体とのボランティアマッチ

ング、学校での出前講座等、若者を対象とした市民活動の支援にも積極的に取り組んでお

ります。 

 また、平成２３年からは、防府商工高等学校による天神まちかどフェスタと防府市民活

動フェスタを共同で開催しており、防府市の秋の風物詩として定着し、毎年多くの方が訪

れているところでございます。さらに、令和２年度からは県民活動フェスタもここ防府市
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で開催され、それまで以上のにぎわいとなっております。 

 こうした取組により、若者をはじめ市民活動への参加者が多く、本市の市民活動支援セ

ンターは、他市の市民活動支援センター等からも高い評価を得ているところでございます。 

 こうした中、今月１６日にはプリズムストリートが開通します。また、新年度にはアス

ピラートの改修や防府駅の南北自由通路の整備等、駅周辺一帯のまちづくりが進んでまい

ります。 

 このように、市民活動支援センター周辺は、さらに多くの市民や若者が集まる場所とな

るため、これまで以上に若者の市民活動への参加を積極的に働きかけてまいります。  

 あわせて、議員から御提案のありましたボランティア手帳は、ボランティア活動を記録

し振り返ることで、次のボランティア活動につながることから、若者にとって魅力あるも

のを市において作成し、配付したいと考えております。 

 また、議員から御提案のありました、青年世代が自由に活動できる支援として、市の負

担で加入する地域貢献活動保険が利用できることや、新年度からのがんばる地域応援事業

が、若者の地域でのボランティア活動にも活用できることを周知し、若い世代の市民活動

をしっかりと支援させていただきます。 

 さらに、総合計画によるまちづくりが進む中で、市民活動支援センターが中心となって、

若者の市民活動をこれまで以上に応援できるよう、御提案のあった市民活動支援センター

の活動の充実となるよう、市としても支援をしてまいります。 

 今、まさに、大きく変わりつつある本市において、次世代を担う若者の力を未来のまち

づくりに生かせるよう、市民活動をしっかりと推進してまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ９番、河村議員。 

○９番（河村  孝君）  前向きの御答弁ありがとうございます。また、具体的な魅力あ

るボランティア手帳の作成等、御答弁いただきました。何としても、未来の青年世代の活

躍の舞台を、この防府に広げたいとの私の強い思いからの一般質問でしたので、うれしく

思います。 

 また何よりも、先ほど御紹介した団体交流会もそうでございましたが、参加した市民の

方は、若い青年世代の多彩な活動に本当に驚き、そして大変に喜ばれておりました。 

 青年世代の活躍は、地域の希望になります。変化が激しい今の時代、これから発展する

地域は、青年を先頭に青年に学ぶところというふうに言われております。そのような地域

に、市長の先ほどの御答弁ありましたように、ぜひとも防府市がなってほしいと思います。 

 今度は、教育長にお尋ねをいたします。 
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 昨年度、令和４年度から県教委も地域連携教育推進課を設置され、地域連携に力を入れ

ております。 

 １月にセミナーパークで行われた、県教委主催の地域連携教育再加速フォーラムに参加

いたしましたが、中学生の意識の高さにも大変に驚きました。６名程度の小グループでの

ディスカッションでも、ＳＤＧｓの理念を堂々と話す中学生の姿は、私は忘れることはで

きません。 

 本市におきましても、地域教育ネットを中心に、小学生や中学生の地域貢献活動がだん

だんと盛んになってまいりました。小学生や中学生が地域の方と協働で清掃活動をしたり、

お祭りで様々なイベントに参加したりしております。 

 この地域貢献活動を進学した高校生活にもつなげていくような、中・高連携の必要性も

あると思いますが、どのようにお考えでございましょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  教育長。 

○教育長（江山  稔君）  御質問にお答えいたします。 

 山口県教育委員会では、今年度から県立学校において山口型社会連携教育を推進し学校

の特色や専門性に応じた、生徒一人一人の自己実現と社会参画につながる取組を進められ

ております。 

 本市の小・中学校においても、地域連携教育によって社会貢献の意識が高まってきてお

ります。これらが高等学校でさらに伸びていくことは、有意義であると考えております。  

 議員御案内のとおり、中学生は地域教育ネットの仕組みの中で、地元の祭り等で地域の

方と共に活動しております。その場に高校生の姿も見られます。それだけでなく、高校生

は学校支援という形で中学校に積極的に関わってくれております。 

 このような中・高の連携は、これからの地域づくりにつながるものと考えております。  

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（田中 敏靖君）  ９番、河村議員。 

○９番（河村  孝君）  御答弁ありがとうございます。 

 やはり、小学生、中学生の頃から地域貢献活動に携わることが大切だと思いますし、そ

して、進学した高校生活あるいは大学生活へしっかりとつなげていくという、そういった

連携作業が大事だと思います。また、地域の方も子どもたちとの活動に参加することで、

子どもたちとの交流ができるだけではなく、今の教育や生活など、子どもたちの悩みも分

かると同時に、大切な地域の情報を子どもたちに伝えることもできます。 

 以前の一般質問でも御紹介いたしましたが、大道地区で行われた、防災士と中学生がグ

ループに分かれて一緒に地域を歩く総合学習では、過去の災害時での荒れた川の様子を現
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地で一生懸命に語る防災士の話を、子どもたちがタブレットに真剣に記録をしておりまし

た。子どもたちにとって、防災の情報は将来の大きな財産になったと思います。 

 このような活動が、地域社会、企業など、様々な場で、年齢・性別を問わず、全ての人

が子どもや子育て中の方々を応援するといった、社会全体に意識改革を進めるための取組

になるという、こども家庭庁のこどもまんまる社会にもつながるというふうに思います。  

 また、教育長からもありましたけれども、そのような中・高連携の取組によりまして、

その子どもたちが成長して、青年として活躍し、また次の世代を育てるような、持続可能

な仕組みづくりもお願いしたいというふうに思います。 

 人手不足となり、ますます複雑となる社会にあって、生活の課題などを解決するために、

さらに市民活動が重要になってくると思います。そのためにも、ぜひともこの令和６年を、

未来を担う青年世代が思う存分に活躍できる舞台をこの防府につくっていく開幕の年にし

ていただきたいことをお願いいたしまして、この質問を終わります。  

 続きまして、３番目の質問項目であるアライグマについてお尋ねをいたします。  

 特定外来生物であるアライグマの被害が広がっております。今まで同僚議員より、農作

物への被害などへのアライグマなどの鳥獣被害防止等について一般質問がございました。

今、その出没地域が住宅密集地などを含めて市内全域に拡大しつつあり、農作物への被害

だけではなく、民家の屋根裏に入り込み、住み着く事例が発生しております。 

 私が御相談を受けた御家庭でも、住宅街の中にある一軒家でございますが、屋根裏から

音がして騒がしいと思い、初めはドブネズミと思ったが、家の周りのふんや足跡、また近

所でのアライグマによる同様の被害もあり、周辺の溝での目撃情報などから、アライグマ

と分かったそうでございます。 

 御相談があった方のお宅は、アライグマが想像つかないような市街地であったので、私

は本当に驚きました。 

 アライグマは雑食で生命力が強い上、繁殖力が強く、力も強く凶暴な性格であると言わ

れております。かわいい顔をしておりますが、ペットも襲うそうです。また、伝染病によ

る人への健康被害も心配されます。 

 特に、屋根裏に住み着かれると、垂れ流されたふん尿による悪臭の被害があります。そ

の方へは農林水産振興課により、庭に捕獲器を設置していただきましたが、残念ながら捕

獲はできませんでした。そこで、屋根裏などの駆除や侵入経路の封鎖などに関しては専門

業者に頼まれましたが、県外業者になる場合もあり、費用は高額になったと伺っておりま

す。 

 アライグマの被害を減らすためには、繁殖を減らすための市民への周知を丁寧に行うこ



－78－ 

とも重要ではありますが、餌となるようなものが近隣にないようにしたり、アライグマが

住み着きやすい空き家の対策など、総合的な対策が必要な段階に入っていると思われます。

また、駆除の相談窓口の設置も必要ではないかと考えます。 

 本市として、アライグマ対策をどのように考えるのか、御所見をお伺いいたします。  

○議長（田中 敏靖君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  河村議員のアライグマ対策の御質問についてお答えい

たします。 

 本市におけるアライグマによる被害につきましては、議員御案内のとおり、果樹等の農

作物の食害や住宅への侵入といった生活環境の被害が報告されております。 

 アライグマの被害に関する相談につきましては、令和元年度の４件から、令和５年度は

１月末時点で１８件と増加しており、被害地域も牟礼地区、佐波地区、新田地区、西浦地

区と、市内全域に広がってきております。 

 このような被害や目撃情報、遭遇することへの不安などの相談があった場合には、鳥獣

の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、農林水産振興課において、敷

地内に設置できる捕獲用の箱わなを貸し出すとともに、家屋等への侵入を阻止するための

対策や動物に直接接触しないことをお願いしております。 

 空き家はアライグマのすみかとなり得ることから、敷地内の樹木の剪定や草刈り、建物

への侵入口となる屋根や床下の隙間を防ぐなどの適切な管理を所有者にお願いすることで、

事前の対策をしております。 

 また、住み着きが確認された場合には、所有者への連絡や箱わなの設置など、空き家対

策室などと情報を共有して対応をしているところです。 

 こうした中で、令和６年度からの新しい防府市鳥獣被害防止計画においては、本市の現

状に沿った計画となるよう、アライグマやヌートリアなど、被害報告が増加している鳥獣

の捕獲計画数を現在の５０頭から８０頭に増やします。また、市民へ周知するための啓発

活動や箱わなを用いた積極的な捕獲などについて盛り込み、防府猟友会や農協などと一体

となって取り組むこととしております。 

 今後も、市広報やホームページなどでアライグマなどの有害鳥獣の特性や被害防止のた

めの対策等について情報提供を行い、被害の防止に努めてまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（田中 敏靖君）  ９番、河村議員。 

○９番（河村  孝君）  御答弁ありがとうございます。計画もしっかりとお願いしたい

というふうに思います。 
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 アライグマの行動範囲は直径１キロから３キロと言われ、本当に広く行動するそうでご

ざいます。我が家の近くの華城の田園地帯でも、早朝、用水路にアライグマが立っていた

という情報は聞いておりましたが、今では中心部である市街地も含めて、市内全域に生息

しているというふうに思われます。 

 今後、農作物の被害はもちろん、屋根裏に侵入するなどの被害もさらに多くなることが

十分予想され、アライグマの被害は次のステージに入ったというように考えられます。  

 そのためにも、今、御答弁いただきましたが、産業振興部だけではなく、あるいは生活

環境部等とも連携していただき、丁寧な周知とともに、先手先手でのアライグマ対策をお

願い申し上げます。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（田中 敏靖君）  以上で、９番、河村議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（田中 敏靖君）  次は、２０番、今津議員。 

        〔２０番 今津 誠一君 登壇〕 

○２０番（今津 誠一君）  おはようございます。会派「正論」の今津でございます。 

 それでは、通告に従って質問をいたします。 

 まず、防府市が目指すべき農業ということで、昨年の１２月議会で、「これからの目指

すべき農業」という題目で質問をいたしました。３項目めの質問だったために、時間の制

約から最初の質問に対する回答を得た後、再質問はせず、５項目の要望を述べて質問を終

了いたしました。今日、改めて、その続編ということで質問をしたいと考えております。 

 前回の質問の要旨を簡単に申しますと、日本の農業は、従事者の高齢化や後継者の不足

という潜在的な問題に加えて、昨今のエネルギーや肥料・農薬といった農業資材の高騰で

大きな打撃を受け、大変厳しい状況にあります。あわせて、今の慣行農業は、農薬・化学

肥料・除草剤を多量に使用するため、人の健康や生態系を棄損し、農業の持続可能性が担

保されない状況に陥っている。よって、今後の農業は、これまでの慣行農業から脱皮した、

新たな価値観に基づいた農業へとチェンジしていくだろう。そこで、今後、防府市が目指

すべき農業とは、どんな姿の農業を想定しているのかと尋ねました。 

 回答は、土地利用型農業を目指すとか、６次産業化を目指すとかといった回答で、私の

質問の真意から、少々ピントが合っていないなと感じる回答でした。  

 今日は、改めて、広い視野から世界の農業や日本の農業を取り巻く諸問題を俯瞰し、そ

して、その上で防府市が目指すべき農業について考えてみたいと思います。 

 まず、世界の農業を取り巻く諸問題です。 
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 現在、世界同時食糧危機ということが言われております。コロナ禍、中国の爆買い、異

常気象、ウクライナ紛争等々、クワトロ・ショックとも呼ばれていますが、農作物や食品

の生産と流通が阻害され、危機が発生しているということです。しかし、私は、これらは

危機を形成する原因の一端ではありますが、危機の本質とは言えないのではないかと考え

ております。 

 危機の本質とは、今後、増え続ける世界の人口に対し、食糧の供給が困難な状況に陥る

可能性があるということです。 

 今、第２次世界大戦以降急増した世界の人口を賄ってきた大規模機械化農業が、土壌の

劣化や地下水の枯渇等により、収穫量が確実に減少しています。また、農薬や化学肥料を

使用する慣行農業が人の健康や地球環境を棄損し、それに代わる持続可能な農業がまだ十

分普及していないということです。 

 さらに、アメリカなどの巨大アグリ企業が自らの利益のみの拡大を狙って、あの手この

手で世界の食の支配を図り、世界各国の農業の発展を阻害していることです。 

 ちなみに、現在の世界人口は８０億４，５００万人ですが、２０５０年には約１００億

人に達すると予測されております。このような状況下においては、今後、食料の争奪戦が

行われることも十分予想されます。 

 そこで注目されるのが、アメリカの食料戦略です。その辺のことが詳しく書かれている

のが、この「食の戦争」という本です。著者は、東京大学大学院教授の鈴木宣弘氏です。

副題が「米国の罠に落ちる日本」とされております。 

 この本の帯には、重要なポイントが記されていますので紹介します。「ウクライナ侵攻

後に待ち受ける世界食糧戦争、グローバル企業による食の支配、種の争奪戦、食の安全保

障こそ日本の急務だ」といったことです。 

 このとおり、アメリカは世界の食の支配をもくろんでおります。アメリカは、食糧は世

界をコントロールするための一番安い武器と考えているようです。 

 アメリカの巨大アグリ企業は、遺伝子組換え技術を使って、ＧＭ作物・食品を世界に輸

出し、在来作物や種子の駆逐を狙っています。また、トウモロコシを原料としたバイオ燃

料推進政策で、意図的に食料危機を目指し、世界の畜産業を苦境に陥れています。  

 ウクライナ戦争には、副次的な目的があり、世界の小麦の４割を生産するウクライナ、

ロシア地域での生産を縮小させ、小麦の価格高騰を狙ったもの等の説もあります。  

 このように、食糧戦争を考える際には、アメリカが意図的につくり出す食糧危機という

驚くべき事実を知っておく必要があると思います。 

 ２番目が、日本の農業を取り巻く諸問題です。 
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 まず第１が、農業生産基盤の脆弱化を挙げたいと思います。 

 今、全国農家の平均年齢は６８．４歳です。１０年後には半減すると言われております。

そして、２０５０年には８割減少すると予想されております。農業での生計が成り立つに

は、農家の努力だけでは限界があります。国による支援が不可欠です。 

 日本の農業の真の改善策は、従事者支援による生産基盤の強化です。欧米各国は、食糧

は何者にも勝る保険と考えており、従事者支援は徹底しております。  

 ２番目に、食料自給率の低さです。 

 現在、自給率は３８％、先進国の中で最も低い水準です。自給率が低い理由としては、

自給率の高い米の消費が減り、自給率の低い畜産物や油脂の消費が増えていることと一般

に言われております。 

 ちなみに、米の消費量は１９６５年と比較して半分以下となっております。 

 米以外の基幹作物の自給率が低いことも、大きな理由と考えます。現在、大豆は、需要

に対して国内生産は５％しかありません。小麦は１３％、トウモロコシは１１％です。  

 ３番目、食料の安全性が確保されていないということです。 

 日本では、化学肥料や農薬を使用して作物を栽培する慣行農法が主流で、作り手や消費

者の健康を害しております。 

 また、日本は海外から毎年穀物を合計３，１００万トン輸入しておりますが、そのうち、

ＧＭ作物は１，７００万トンと推計されており、１，７００万トンとは、日本国内の米の

生産量の約２倍に相当いたします。日本人のＧＭ作物１人当たりの消費量は世界一となっ

ております。 

 そもそもＧＭ作物とは、農薬に強い作物のことで、裏を返せば、強い農薬がたっぷりと

ふりかけられた作物です。このような作物を米の２倍も食べているわけですから、健康へ

の影響がないはずがありません。 

 アメリカの穀物協会の幹部は、小麦は我々が食べるのでＧＭにはしない、大豆・トウモ

ロコシは家畜の餌なので構わないと言っているそうです。よって、アメリカ産の牛肉のほ

とんどは、ＧＭ大豆やＧＭトウモロコシを食べて育った牛の肉ということです。そして、

トウモロコシの９割、大豆の８割、小麦の６割は、アメリカから輸入していますから、日

本人は家畜の餌と同じＧＭ食品を食べているわけです。 

 アメリカは、ＧＭ食についてその表示を認めておりません。本来、表示は義務化して消

費者の選択に委ねるべきですが、その表示を拒否しています。日本が本当に主権国家なら、

表示の義務化は強く主張すべきです。 

 その他、ＢＳＴ成長ホルモンを投与した牛の乳製品の輸入、ＢＳＥ狂牛病等の輸入条件
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の緩和、農薬、除草剤の安全基準の緩和等は、国民の健康よりアメリカの御機嫌を優先し

たものです。国民の生命を守ることは、国の最大の役割であるにもかかわらず、このよう

なていたらくとなっております。 

 ４番目が、農業保護度の低さです。 

 例えば、日本の農業所得に対する補助金は２０％以下です。ＥＵでは、例えば、フラン

ス、イギリス、スイスでは、約９５％から１００％になっております。これらと比べると

格段の差があります。ここでもザイム真理教の緊縮財政がネックとなっております。日本

も諸外国同様、農産物の関税率を上げて農業保護を強化すべきです。  

 ５点目が、アメリカ巨大アグリ企業による日本農業の侵食です。 

 アメリカ政府と一体となった巨大アグリ企業は、自由貿易を盾に、農産品の輸出拡大を

図っております。また、種子法の廃止、種苗法の改正も迫りました。国会がその重大性を

理解しないまま、安易に法律を改悪しております。また、アメリカは、ＧＭ種子を売る際

にはライセンス契約を課し、自家採種をできなくしてしまいました。  

 以上、ざっと世界の農業の問題点、そして日本の農業の問題点を見てきましたが、日本

にとっての食料危機の核心とは、食料をアメリカに依存し過ぎていること、そして、その

食料供給システムの存続が、今、危うくなっているということです。この食料安全保障の

危うさは、まさに軍事的安全保障の危うさと相似形をなしていると言ってもいいのではな

いでしょうか。 

 今後、予想される世界的食料需給の脉迫による危機に対し、日本はいかに対処すべきか、

そして、防府市は市民の食の安全を守るために、どのような農業政策を打つべきか、この

ことが、今、大きな命題として突きつけられていると思います。 

 このことについて、市長の見解を拝聴したいと思います。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  今津議員の、防府市が目指すべき農業の御質問についてお答え

いたします。 

 世界の農業、日本の農業を取り巻く諸問題につきまして、いろいろと御指摘をされての

御質問でございます。 

 私も、世界の人口が増え続ける中で、将来的に、安定的に食料供給がなされるかどうか

ということは、大きな懸念を持っております。また、日本農業における問題につきまして

は、担い手の高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加のほか、議員がお示しのような食料

自給率が、令和４年度でカロリーベースでは３８％、生産額ベースでは５８％にとどまっ
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ていることなどがあり、国においても大きな問題として位置づけられております。特に食

料の自給率問題につきましても、私も大きな問題であると認識しております。強い危機感

を持っております。 

 これらの問題に対し、国においては、農地や担い手の確保、農業技術水準の向上等を通

じて、令和１２年度までに食料自給率を生産額ベースで７５％まで高めるとともに、適切

かつ効率的な備蓄の運用と安定的な輸入の確保により、食料の供給不足に備えることが必

要であると各種施策を展開されているところでございます。私も、食料自給率の向上を図

ることは大変重要であると考えております。 

 こうした中にあって、防府市としてできることをしていかなければなりません。このた

め、本市では、市民の食を守ることにもつながるよう、広い平野を有している特性を生か

し、水稲を中心に野菜を組み合わせた土地利用型農業を推進し、農業生産力を向上させ、

山口県の農業を牽引できるような防府市の農業を目指しているところでございます。 

 具体的には、担い手の確保と生産性の向上と規模拡大を図るため、農地の集積・集約に

向け、全国に誇れる新規就農者支援事業に取り組むとともに、本年度から防府市の農業公

社において、地域おこし協力隊員を受け入れて、新たな担い手となるよう育成をしている

ところです。また、担い手が農地を集積して規模を拡大し、安定した経営が成り立つよう

に、本年度、農地集積加速化支援制度により、担い手に約１６ヘクタールの農地が新たに

集積されました。 

 新年度は、農地集積を一層進め、本市独自の土地利用型農業をさらに進めていくため、

農業公社を県の農林業の知と技の拠点の隣接地へ移転させることとしております。  

 また、農業公社における地域おこし協力隊員の受入れの増員や、農家の営農継続を支援

するためのレンタル事業に必要な農機具の購入を支援するとともに、農地を直接借り受け、

耕作できる体制整備など、未来の担い手対策や耕作放棄地対策等に一体的に取り組んでま

いります。 

 さらに、担い手に農地を集積して規模を拡大し、安定した経営につなげることを目的と

して、現在、奈美地区、上右田地区、玉祖地区において進められているほ場整備にも積極

的に取り組んでまいります。 

 今後も、県や関係機関等と一体となって、担い手への優良農地を集約し、農業生産力を

強化させる土地利用型農業を推進することで、稼げる防府市農業の実現を目指してまいり

ます。そして、そのことが食料自給率の向上のために、市としてできることだと考えてお

ります。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしくお願いいたします。 
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○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  日本が食料危機を回避するには、食料をアメリカに依存し過

ぎないこと、アメリカの食料戦略にはまらないこと、そして食料安保の観点から、食料の

価格だけに捉われない、日本独自の食料自給戦略を持つことだと思います。 

 高村光太郎氏は、彫刻家であり、詩人であり、歌人であり、画家でもありましたが、こ

の方は、食うものだけは自給したい。個人でも国家でも、これなくして真の独立はないと

言われたそうですが、まさにこの考えが正解だと私は思います。 

 国は国産国消、県は県産県消、市は市産市消を目指すことを基本とすべきだと思います。

よって、主食の米やその他の基幹作物、そして野菜類は防府市で生産し、市民に安全でお

いしい作物を供給するという形が理想の姿だと思います。 

 そういった農業政策を進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  本市におきましては、生産者の顔と名前が見える新鮮

な地元の農産物を消費者が入手でき、生産者は収益性の向上が期待できる、地域で生産さ

れた農作物を地域で消費する地産地消の取組をＪＡと連携して推進しております。  

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  次に、前回の質問で、執行部は、今後、防府市は土地利用型

農業を目指すと回答をされました。今回も同様に、このようにお答えになりました。した

がって、このことについてお尋ねをしたいと思います。 

 土地利用型農業とは、米や麦などを一定以上の面積で大型機械などを活用して行う農業

形態です。しかし、今、米農家は極めて苦しい経営を強いられております。全国で９８．

５％の農家は赤字と言われております。 

 こういう状況の中で、土地利用型農業を目指すといっても、誰もそんな赤字農業はやり

たくないと思っていないでしょうか。そういった現実を無視しては、土地利用型農業の推

進は非常に難しいものであると、このように私は思いますが、この土地利用型農業を私は

否定するものではありません。しかし、これを目指すからには、農家の生計が成り立つと

いう保障がなければ、この土地利用型農業は前進いたしません。 

 そういうことで、この生計の成り立ちとセットでこれを進めていかなければならないと

思うわけですが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  本市は広い平野を持つ地形であり、農地が持つ防災力
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の機能を維持し、優良な農地を確保していくためには、担い手に農地を集積し、農業経営

力の向上を図るため、水稲を中心とした野菜類を組み合わせた土地利用型農業を目指して

いるところです。 

 水稲を中心に野菜類を組み合わせた土地利用型農業におきましては、農業法人などの大

規模経営体が農地を集積し、規模拡大による生産性の向上などにより、農業経営は確立さ

れると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  全然回答になっていないですね。土地利用型農業を進めるに

は、どういったような支援が必要か、これなくして進まないんじゃないかということを聞

いたわけです。これを推進するための助成策として、じゃあ、どういったことを考えてい

るんですか、具体的に。そこをはっきりしないと、ただ単に土地利用型農業を進めますと

いったところで、これは現実には進むはずはありません。赤字ですから、経営は。  

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  先ほど市長の答弁でも申しましたように、安定した経

営が成り立つように、農地集積加速化支援事業により、担い手の方に農地が集積するよう

にしておるところでございます。そして、経営規模を拡大していただくということでござ

います。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  ちょっと話にならないよね。安定的な土地集積をすれば、農

業が、これが、経営が成り立つんですか、今の状況で。エネルギーも上がった、資材も上

がった、みんな赤字ですよ、経営が。そういう中で、そんなやり方だけで経営が成り立ち

ますか、どうですか。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  一定規模の耕作地があれば、経営が成り立つというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  全然、あなた、現実が分かっていないんですよ。赤字なんで

すよ、今、実際、農家の皆さんは、さっき言った理由で。土地があれば経営が成り立つっ

て、そうじゃないってこと、今、現実にあるわけ。ちょっと、市長、もし答えたかったら。 

○議長（田中 敏靖君）  市長。 
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○市長（池田  豊君）  なかなか、経営というのは大変厳しいと思いますけれども、土

地利用型農業、進めておりますのは、今、集落営農法人でございます。そして、連合体と

いうことで、８０ヘクタール程度を集積すれば、私は成り立つというふうに考えておりま

すし、国のほうで経営所得安定対策も講じられておりまして、認定農業者や集落営農法人、

新規就農者でも５年間の計画を立てた方は対象となっておりますけれども、諸外国との農

業の差につきましては、いわゆるゲタですね。そして、この状況、年によってバランスが

合ったときは、ナラシという制度も国のほうでできておりますので、小規模農家では大変

厳しいかもしれませんけれども、一定以上の集落営農法人等をつくれば、私は、自立とい

うか、経営が成り立つものと考えております。 

 また、収入保険制度につきましても、令和になって、全てのものについて保険制度もで

きましたので、そういう面でできるんじゃないかと思います。規模拡大が大切だと思いま

す。 

 そうした中、市としても規模拡大に対するしっかりとした支援も行いたいと思っており

ますし、農業集落営農法人へのいろんな支援も行っていきたいと考えております。  

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  市長さんも、それから部長も、現実の農家の皆さんのところ

に行って、その実態をしっかり聞いてみてください。もう少し勉強されないと、そういっ

たような考えでは絶対にこれは進みません。もう、私、断言します。  

 次に、土地利用型農業と、一方、労働集約型農業というのがありますね。これは、穀物

じゃなしに、野菜を生産するということですが、穀物だけでは    ということになる

ので、野菜の生産について、どのように考えておられるのか。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  防府市では、農産物のブランド化を推進しておりまし

て、小松菜など、あるいはタマネギなどについて、積極的に生産の支援をしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  それでは次に、日本の農業を取り巻く諸問題について、先ほ

ど５点挙げましたが、それぞれお尋ねをしたいと思います。 

 まず、後継者不足問題、これはどうやって解決をしていくのかということについてお尋

ねをします。 
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○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  後継者不足問題につきましては、農地の集積化等を進

める法人等の大規模経営体を支援することで、省力化や効率化が図られることから、問題

の解決につながるものと考えております。 

 今後も、県等の関係機関と連携の強化を図ることで、担い手の確保に取り組んでまいり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  この後継者不足問題ですが、今現在の生産者数の推移を見ま

すと、１９６０年は１，３４０万人おられました。２０１０年には２０５万になっていま

す。だから６分の１になっていますね。２０２３年には１１６万人です。１０年後にはこ

れが５０％減る、そして２０５０年には８割減る、このような予測がされております。 

 どうすれば、これ、解消できるのかということを、もう一度お尋ねします。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  先ほども申しましたように、大規模経営により労働力

の集約化等により解消していくものと考えております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  ちょっと回答が、何というか、ちょっとお粗末じゃないかね。

結局、地域おこし協力隊を増員して、後継者問題の改善を図っていくと、こういうことで

したけども、こういったミクロの施策で後継者不足問題というのは解決しないですよ。も

っと大きなことを考えないと。要するに、農業をもうかる産業にする、このことが、これ

なくして後継者問題は解決しないんですよ。そういうところに重点を置いて、今後、やっ

ていただきたいと思います。 

 それから次に、自給率が低い原因は何と考えておられるか、お尋ねします。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  自給率が低い原因につきましては、日本の耕作面積が

そもそも少ないというのが原因だというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  ちょっとその答えも私から言ったらブーですね。一般に自給

率が低い原因は、自給率の高い米の消費が減ったこと、それから米以外の基幹作物の自給
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率が低いこと、自給率の低い畜産物の油脂の消費が増えていること、こういうふうに一般

には言われております。ただ、しかし、私はそれだけなんだろうか、結局、日本がこれま

で農産物の価格だけに捉われてきた結果ではないだろうか、農産物の価格だけを重視して

きた結果じゃないだろうか、農産物の価格だけを重視してきた結果じゃないだろうか、と

にかく安いものであれば輸入すればいいんだと、国内の生産は二の次でいいんだと、そう

いったような考えが根底にあったと思うんですね。 

 したがって、大豆の自給率は５％、大豆と言えばですよ、日本文化の中心ですね、みそ、

しょうゆ、豆腐、これ全て大豆からできています。それから、小麦、トウモロコシ、これ

も１３％、１１％と低いわけですよね。とにかく価格だけに捉われた結果、自給率が低く

なってきたんだと、このように私は捉えているんですけども、いかがでしょうか。  

○議長（田中 敏靖君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  先ほど食料自給率なぜ低いかとありました。米の消費とかあり

ましたけれども、ちょうど米の生産調整が始まるのが昭和４５年ですか、１９７０年に始

まったんですけれども、その頃は１人当たりの米が１年間で１１０キロ消費していたのが、

昨年は約、もう５０キロ台になっております。これだけでもう半分ということになって、

これが私は議員と同じように一番だと思います。 

 そして、輸入が増えたということも、それも多分事実でございまして、その部分が自給

率の低下、それがやっぱり、価格の問題かどうかは分かりませんけれども、いろんなとこ

ろの、ＴＰＰもありますけれども、これまでも昭和３０年代にはいろんな、バナナとかが

自由化されて、４０年代にはリンゴとかも自由化されて、そして平成３年には牛肉・オレ

ンジも自由化されたと。そうした中で、いろんなものが自由化されて、価格は別にして、

この入ってきたこと、議員と一緒でございます。が一番の大きな要因だと思っていますけ

れども、そうした中で、食料自給率を高めていかなければいけないということで、先ほど

ちょっと部長が答弁いたしましたけれども、食料自給率を高めるためには、農地をしっか

りと活用して、担い手対策が必要でございますので、そういうものについて担い手にしっ

かりと集積して、それによって生産量を増やすことによって食料自給率も高めていきたい

と思っております。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  私は自給率を向上させるには、やはり国産を自給すること、

国産は高いと、しかし、高くても政府はその価格差を、外国の作物との価格差を補填して

いくと、これを全ての国がやっております。そういった所得補償を、これ、全ての国がや

っております。日本は特に少ないんですよ。それが結局、食料安保につながるものだとい
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うふうに思っておりますので、その辺もよく考えてもらいたいと思います。 

 次に、安全な食料を確保するにはどうするかということでお尋ねをします。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  安全な食料の確保につきましては、基本的には、国の

施策でされることだと思っております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  結局、農薬やら化学肥料やら、そういったものを使って生産

する農業、つまり慣行農業から脱皮するということです。このことは、後ほどの要望事項

の２とかぶるので、そこで改めて尋ねたいと思います。 

 ４番目に、世界と比べて農業保護度が圧倒的に低いことが、日本の農業の衰退を招いて

いる原因だと思いますが、どのように思われるか、どうすれば改善できるか、このことに

ついてお尋ねします。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  これも繰り返しになりますけれど、国のほうで考えて

されることだというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  では、５点目の、アメリカによる日本の農業の侵食に対抗す

るにはどうしたらいいか。特にＧＭ作物、食品、種子の輸出、種子法の廃止、種苗法の改

正、種の自家採種の規制、在来種の消滅をさせているという、そういったような問題があ

るわけですけども、こういったアメリカのアグリ企業の政策に対抗するにはどうしたらい

いかということをお聞きします。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  国におかれましては、食料安全保障の確保を基本理念

に位置づけた、食料・農業・農村基本法の改正を今国会で審議されることとなっておりま

す。議員御指摘のような問題につきましては、国において議論されるものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  それでは、前回の質問で５項目の要望をいたしました。それ

についてお尋ねをしたいと思います。 
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 まず、農地の確保ということを要望いたしました。 

 防府市は県内随一の平野を有し、昔から市街化調整区域を指定し、農業重視のスタンス

を取ってまいりました。食料危機事態を迎えた今、この政策が日の目を見るときがやって

きたわけであります。しかし、そのときに肝心の農地が侵食される事態が起きております。

太陽光発電施設の建設によって、これまで９０ヘクタールの農地が減少しております。そ

して、その勢いが今も加速する状況にあります。極めてゆゆしき事態です。 

 市長は、就任時から農業試験場を防府市に誘致し、農大と一体化し、知と技の拠点にす

ると同時に、県の農業振興の拠点にするといって、農業を重視することを強調してこられ

ました。ならば、当然、このことに対して、敢然と対策を講じなければならないと思いま

す。しかし、このことを規制する条例の制定を提案しても、積極的に取り組む姿勢が感じ

られなかったわけです。これは極めて不可解なことで、やむなく議会が条例案を検討して

いるところであります。 

 市長の知と技の拠点を生かした農業の振興のためには、農地の確保が不可欠です。農地

がどんどん侵食されている現実についてどのように感じておられるか、市長にお尋ねしま

す。 

○議長（田中 敏靖君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  農林業の知と技の拠点が昨年４月にオープンしました。それを

生かして、先ほどの土地利用型の農業をしっかりと取り組んでいきたいと思っております。 

 そうした中で、優良農地については、これからの農地の中でしっかりと取り組むように

したいと思いますし、農業公社しっかりとそうすることで、耕作放棄地も発生が減るよう

な形の農業施策をしていきたいと思っており、農業を振興すること、そして、今、公社も

その役割を果たしながら、担い手の土地が集約できるようにすることによって、そして農

業を振興することが、そういう土地の発生を防ぐことだと思って、農業の振興にこれから

取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  農地を確保するための条例に対しては、最低限、市長は前向

きな議会を示していくべきだと思います。議会では、全国の条例を参考に検討してまいり

ました。それらと比較して、議会の条例案が特別に厳しい内容とはなっていないというふ

うに私は思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  条例案を存じておりませんので、御答弁ちょっと申し訳ありま

せん。すみません。 
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○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  それは失礼いたしました。また、よく見てください。案が出

来ておりますから。 

 今、言ったように、この条例案は特別厳しい内容とはなっていないんですよ。全国の条

例を参考にして作っているわけですから。これに問題があると言うんなら、全国の条例全

てに問題があるということになりますので、しっかり前向きに、あんまり反対しないよう

に、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、低コスト農業の選択。経営コストのかからない、人と自然に優しい農業の選択と

いうことを要望いたしました。 

 今、ウクライナ戦争を機に、エネルギーの価格、化学肥料・農薬といった農業資材の価

格高騰によって、また、人の健康や生態系の配慮といった思想の高まりによって、新たな

農業への転換が進みつつあります。 

 例えば、肥料・農薬を一切使用せず、竹や木材、もみ殻、木の葉などの有機物を畝に入

れて、糸状菌を発生させて野菜を栽培する菌ちゃん農法とか、同じく肥料・農薬を一切使

用しない、土だけの力で植物を栽培する自然農法、それから肥料・農薬は使用しないで、

堆肥のみを使用して栽培する有機農法などが注目をされております。  

 そこで、今、国がみどりの食料システム戦略で推奨している有機農法について尋ねたい

と思います。 

 国は、有機栽培比率を２０５０年までに２５％にするという目標を立てましたが、市は

この戦略目標に基づいた普及プランを持っているのか、立てているのか、お尋ねをします。 

 それから、併せて、有機農業がこれまであまり普及しない理由は何であったと思うのか、

その理由についてお尋ねをします。 

○議長（田中 敏靖君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  国のみどりの食料システム戦略におきまして、有機農

業の取組面積を拡大する目標がございます。 

 本市では、防府市有機農業推進計画の中で、耕畜連携などの環境保全型農業を推進する

こととしており、堆肥の活用など、有機資源の域内循環利用の促進などに取り組んでいる

ところです。 

 有機農業が普及しない原因についてでございますが、有機農業へ転換する場合において、

有機農作物を農作物として販売することを考慮した場合、栽培を開始する２年以上前から

ほ場に禁止された農薬や化学肥料を使用できないこと、栽培中も禁止された農薬や化学肥

料を使用できないこと、ほ場や施設・用具に使用禁止資材の飛散や混入がないことに注意
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する必要がございます。また、上流から流れる水や近隣からの農薬飛散による影響も問題

となることも原因だと考えております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ２０番、今津議員。 

○２０番（今津 誠一君）  一応プランは立てておるのかどうか、これ、回答されました。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  はい。 

○２０番（今津 誠一君）  そうか。それと、有機農業が普及しない理由は何と考えてい

るか、これ、回答されました。 

○産業振興部長（藤井 一郎君）  はい。 

○２０番（今津 誠一君）  本当か。これ、ちょっと回答が、なかなかこれ理解しづらい

あれなんで、私が思うのに、化学肥料や農薬を使用しないで作物を育てることは非常に難

しいんだと、無理なんだと、こういうふうに考えている農家が多いということです、一つ

は。それと、一定の収穫が上がるまでにやっぱり二、三年かかります。収量が上がるまで

に。できることはできるんですよ、少しは。その間は農家の収入が減るんで、ちょっと躊

躇するということですね。 

 併せて、その間の収入が減った分の国の支援がないと、こういうことが大きな原因なん

ですね。そういうことで、ぜひ、市だけで解決できる問題ではありませんけれども、本当

に必要なことは支援をすることだと、支援をすれば、有機農法はすぐに２５％ぐらいでき

るんですよ、金さえ出せば。そういうことなんですよ。 

 時間が迫ってまいりましたんで、それでは最後に、これまで悲観的な話とか、暗い話を

してまいりましたけど、ここからちょっと明るい話をしたいと思います。 

 一つは、今、農業が最も未来が明るい産業だと、こういうふうな見方も実はあるんです

ね。その理由は、農家の人口が減少しているということ、農家が減っているということは、

これは非常に将来の悲観的な要素として捉えられるわけですけれども、しかし、これが減

っているということは、需要が一定あるいは増加するという状況の中で、作り手が減少す

れば、残った作り手あるいは新規参入の作り手にはメリットが生まれると、こういうこと

ですね。 

 それから、２と３番目は、これは同じようなことですが、世界的な人口増、これも危機

の要因として捉えられておりますが、需給が脉迫すれば、当然食料価格が上昇するわけで

すね。それと異常気象、これも食料価格高騰の要因です。既にアメリカは、大豆、トウモ

ロコシ、五、六十％も高騰しております。 

 ですから、これから作り手が少なくなって、しかし、少ない作り手が生産すれば高い価
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格で売れると、こういうことになるわけですね。 

 時間がありませんので、２番目に参ります。 

 今のは予測の話です。これは現実の話です。今、日本の農業振興の起爆剤となり得る農

産物の流通革命が起きております。それは何か。食べチョクというものの急進です。  

 食べチョクとは、簡単に言えば、オンラインの直売場です。そのシステムは、生産者が

登録し、消費者がスマホ、パソコン、タブレットで注文するというもので、今、１年間で

１００倍と急進しております。 

 これまで、日本の農業の最大の欠陥は、後継者が育たないということでした。なぜ育た

ないか。それは簡単、もうからないからです。なぜ、もうからないか。それは、生産者が

価格が決められないから、これが大きな理由の一つであります。 

 生産者が生産者ファーストで、販売価格を自由に決定することができたら、農業はもう

かる産業になる、それを実現する仕組みが食べチョクです。 

 生産者の粗利は８０％、市場出荷は３０％で約２．７倍です。生産者の収入が増加すれ

ば、後継者も増える。新規参入も増える。このようなシステムによって、国産の消費を増

やし、自給を拡大することで、アメリカのアグリ企業の支配戦略を阻止することも可能と

なるのではないかと思います。 

 農業は未来が明るい産業である。こういう話を紹介して、私の質問を終わりたいと思い

ます。 

○議長（田中 敏靖君）  以上で、２０番、今津議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（田中 敏靖君）  次は、３番、梅本議員。 

        〔３番 梅本 洋平君 登壇〕 

○３番（梅本 洋平君）  会派「自由民主党」の梅本洋平でございます。通告に従いまし

て、一般質問を執り行わせていただきます。 

 本日は、大きく分けて２つの質問でございます。 

 まず１つ目に、令和６年度当初予算についてお聞きいたします。 

 令和６年度予算編成方針によりますと、予算編成に当たっては、昨年の当初予算編成時

の中期財政見通しで見込んでいた財源不足額が、物価高騰の影響や人件費の増などにより、

想定以上に拡大することが見込まれており、大変厳しいかじ取りが予想されました。  

 さきの議会で、令和６年度当初予算編成について一般質問をさせていただき、その中で、

編成過程ではありましたが、安全・安心の拠点となるまちの顔としての新庁舎建設をはじ

めとした、第５次防府市総合計画に掲げる諸事業を着実に実施することを第一に、本市の
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未来を見据えたまちづくりにしっかりと取り組むことに加え、高校生までの医療費無償化

等を踏まえた子育て施策の充実・強化や、実効性のある人手不足対策、「ＴＷＩＬＩＧＨ

Ｔ ＥＸＰＲＥＳＳ瑞風」の来訪を契機とした観光振興など、積極に進めていく考えを示

されました。 

 さらに、多くの市民が利用されているスポーツ施設・文化施設をはじめ、市民生活に不

可欠な悠久苑等の施設の老朽化対策についても必要な調査を実施し、計画的に対策を講じ

るとのことでありました。 

 そうした中、今年の元日、能登半島において大規模な地震が発生し、地震が少ないとさ

れていた地域での災害ということもあり、安全神話が崩され、防府市においても、決して

他人ごとではない状況となりました。 

 こうしたことから、全国どの地域においても、防災対策や防災意識の強化の重要性が増

してきている中、このたびの予算では、早速、その関連予算が盛り込まれております。  

 また、ニューヨーク・タイムズ紙が発表した２０２４年に行くべき５２か所において、

世界各地の旅行先の中から山口市が３番目に選ばれ、国内外から注目される中、隣接市で

ある防府市においても、インバウンド観光客などをターゲットとした観光振興施策がいち

早く打ち出されており、池田市長の機を逃さないスピード、そして決断力に驚かされるば

かりでございます。 

 さらに、会派「自由民主党」として、昨年１２月に要望書を提出させていただきました

が、実に多くの諸事業や諸施策を取り込んでいただき、この場を借りて感謝を申し上げる

とともに、予算内容についても、会派「自由民主党」として高く評価をしているところで

ございます。 

 このように、編成過程の中で発生した多くの課題などに対しても、決して先送りするこ

となく取り組まれたことで、予算規模も過去最大規模となっておりますが、心配していた

財源不足額については、当初見込まれていた額から大幅に圧縮されております。  

 また、将来に大きな財政負担が生じないよう、基金につきましては、このたびの議会で

新たな基金が創設され、しっかりと各種基金に積立てを行われているとともに、大型事業

による市債残高の増加につきましては、実質的な負担が抑えられ、さらに、財政の健全化

を示す指標につきましても、県内他市に比べ低い水準となっております。 

 さらに、今後の財政収支見通しでは、人件費などの義務的経費の増加により、財源不足

額が増加をしているものの、財政調整基金残高は維持されています。このことは、池田市

長をはじめ、職員の皆様が一丸となって予算編成に取り組まれた成果であること、高く評

価をしているところでございます。 
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 ここでお尋ねいたします。総合計画の確実な達成に向け、過去最大規模となった令和

６年度当初予算案は、池田市長の並々ならぬ熱意と決意を感じておるところでございます

が、この予算に込められた市長の思いをお伺いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ３番、梅本議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  梅本議員の令和６年度当初予算についての御質問にお答えいた

します。 

 私は、急激な物価高騰等により、財源不足額が大幅に拡大する中にあっても、総合計画

でお示ししている５年後の姿が確実に実現できるよう、まちづくりを進めること、そして

子どもたちを全力で応援すること、この２つを大きな柱とし、総合計画の達成にめどをつ

けるとの強い思いの下、防府の未来が開く予算として編成いたしました。 

 編成に当たっては、市議会や商工会議所などの各種団体等の御要望にも可能な限り対応

すべく、これまでにない財源の確保に努めました。 

 令和６年度は、防府のまちが大きく変わります。まちづくりを確実に、そして、さらに

前に進めてまいります。 

 来週にはプリズムストリート、７月には野球場、９月には競輪場、そして１１月には、

県の土木建築事務所等も入る、安全・安心の拠点となる新庁舎が竣工いたします。また、

防災ネットワークを構築するため、県の総合医療センターの移転建て替え予定地に隣接す

る広域防災広場の造成に着手するとともに、公会堂と一体となった防災広場の設計を行う

こととしております。 

 さらに、新たな道路網、防府・未来へのネットワークの構築に向け、先週、台道鋳銭司

区間が４車線化の新規事業化候補箇所とされました、国道２号の富海拡幅、台道拡幅を基

軸に、防府北基地東道路や華城小学校周辺道路、牟礼地区国道２号アクセス道路、農道牟

礼小野線等、本格的な事業展開を図ってまいります。 

 そして、台道鋳銭司拡幅を産業力の強化につなげるため、台道地区に産業団地を整備す

ることとし、用地調査等を行うこととしています。また、道路網を生かした農業振興も図

るため、農業公社を牟礼に移転し、農林業の知と技の拠点と連携した、農業の成長産業化

等にチャレンジすることとしております。 

 一方、こうしたまちづくりとともに、国を挙げて少子化対策が進められる中、妊娠前か

ら出産、そして小学校入学までのきめ細かな支援などにより、防府の未来を担う子どもた

ちを全力で応援してまいります。 

 まず、子育ての総合支援拠点として、こども家庭センターを整備いたします。また、子
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育て世帯への経済的支援として、国の児童手当の大幅拡充に加え、新たに第２子以降の保

育料無償化や高校生までの医療費無償化などを実施してまいります。  

 さらに、第２子以降の誕生時に、きょうだいにプレゼントを贈るなど、市独自のほうふ

っ子応援パッケージをさらに充実するとともに、他市に先駆け、誰でも通園制度の導入や

保育体制の充実支援、新１年生へのかばんの贈呈など、全国に誇れる子育て支援策を講じ

てまいります。 

 そして、こうした取組を子どもや家族に寄り添ってきめ細かく実施するため、新たに保

健こども部を設置いたします。 

 こうした、まちづくり、子育て支援に加え、このたびの能登半島地震等を踏まえ、防災

拠点の改修の前倒しや土砂・津波警戒区域世帯への緊急告知ラジオの配備等、緊急的な対

策を講じることとしています。また、ＪＲ「瑞風」の来訪等を好機と捉え、攻めの観光と

して、歴史のまち防府を売り込むプロモーションの活動の展開など、ニューヨーク・タイ

ムズで山口が注目されている今、インバウンド客も取り込み、観光客数３００万人の早期

達成を目指してまいります。 

 さらに、スポーツ協会１００周年を契機として、少年野球のメッカとなる野球場でのイ

ベントや、国内トップレベルのバレーボールの試合、トップアスリートの講演会、そして

全国に誇る防府読売マラソンの開催など、多彩なイベントを通じ、スポーツの振興を図り

ます。また、デジタル化やカーボンニュートラルの推進、物価高騰、人手不足などの諸課

題へもしっかりと取り組んでまいります。 

 そして、市議会での御意見等も踏まえ、自治会等の様々な取組への支援等も行うことと

いたしております。 

 総合計画に基づくまちづくりの成果は、人口の社会増として現れ始めています。この流

れを止めることなく、今やらねばならないことは、厳しい財政状況にあっても、先送りす

ることなく取り組むとの強い思いを持って編成いたしました。この結果、令和６年度予算

は過去最大となる５９５億６，０００万円となりました。 

 新庁舎広域防災広場の整備等により、市債発行は過去最大となる１１７億７，０００万

円となりましたが、将来の償還に当たって交付税措置のあるもの、措置率の高い地方債を

厳選して発行することで、財政の健全性を堅持することができました。 

 しかしながら、市債残高は大幅に増加します。今後、将来にわたって持続可能な財政基

盤を堅持できるよう、計画的な財政運営に努め、そして明るく豊かで健やかな防府の実現

に向けて、力強くまちづくりを進めていきたいと考えております。 

 市議会の皆様のこれまで以上の御協力をお願い申し上げまして、御答弁とさせていただ



－97－ 

きます。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ３番、梅本議員。 

○３番（梅本 洋平君）  御答弁ありがとうございました。池田市長の熱い思いが伝わっ

てまいりました。 

 第５次総合計画の達成に、確実にめどをつける過程で生じた様々な事象に対しても、先

送りすることなく取り組み、さらには将来を見据えた施策も盛り込まれております。  

 このことから、このたびの予算は５年後、１０年後の防府を見据え、未来に向けてまち

づくりを進める、未来をつくる子どもたちを全力で応援する、まさに未来が開く予算にな

っているのではないかと私は感じております。 

 これほど思い切って事業に取り組まれたことから、過去最大規模の予算となっておりま

すが、有利な地方債の活用や各種基金への積立てなど、交付税措置率の高い地方債の発行

といった将来の負担にもしっかりと配慮し、足元をおろそかにしない、財政運営のプロと

も言うべき池田市長の手腕はさすがであると感じておるところでございます。 

 答弁の中にもありましたが、「瑞風」の来訪やニューヨーク・タイムズ紙の掲載を好機

と捉えたインバウンド需要の取り込みや観光客の大幅アップについて、意見と要望を少し

述べさせていただきます。 

 まず初めに、フリーＷｉ癩Ｆｉの整備でございます。 

 新年度予算に毛利博物館、英雲荘への整備が計上されており、すばらしいことであると

感じておりますが、市内主要観光地の中には、まだまだＷｉ癩Ｆｉ整備が進んでいない場

所があるのが現状でございます。市の施設ではございませんので、民間の協力が不可欠で

はございますが、民間施設や防府観光コンベンション協会などにも御協力をいただきなが

ら、しっかりと進めるべきであると考えております。 

 次に、観光地や飲食店におけるデジタル決済についてですが、海外の方はあまり現金を

持ち歩かないのが一般的であり、山口市を含め防府市においても、手軽にドル、ユーロ、

元を円に換金できる場所がないに等しい状況です。 

 市内観光地周辺の飲食店を見てみますと、クレジットカードが使えない店舗が多くあり

ます。これは、導入費用がかかることや決済手数料を店舗が負担しなければならないこと

などが原因であると考えますが、これも民間の協力をいただきながら進めなければならな

いと思います。 

 最後に、観光地周辺における喫煙所でございます。 

 毎年８億円以上の税収のあるたばこでございますが、喫煙所がない場合、喫煙者は公道

に出てたばこを吸われる、物陰に隠れてたばこを吸われるという姿をよく目にします。美
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しい日本の景観、美しい日本の観光地を演出するためにも、観光地周辺に喫煙所を整備す

る必要があるのではないでしょうか。 

 以上に述べさせていただいた３件とも、市が直接整備ができないという事情も重々と承

知をしておりますが、コンベンション協会、飲食業組合などにも御協力をいただきながら、

官民一体となってこの好機を生かすべく、取り組んでいただきたいということを意見とし

てお伝えさせていただきます。 

 さてさて、池田市政の下、どんどん進む防府市、３月１６日にはプリズムストリートの

開通、７月には野球場、９月には競輪場の完成、１１月には新庁舎竣工と、今年も楽しみ

いっぱいの防府市でございます。 

 これまでの様々な取組が、中四国９県の中でも転入人口が多いまち、社会増へとつなが

っていると思っております。この流れを止めることなく、未来につなげていき、明るく豊

かで健やかな防府の実現に向け、力強く進んでいただきたいということを心から御期待を

申し上げまして、この項を閉じさせていただきます。 

 次に、陣痛タクシーへの取組について御質問をさせていただきます。 

 我が市における子育て支援政策は、第５次防府市総合計画に、防府市独自の子ども・子

育て支援として位置づけている、ほうふっ子応援パッケージが実施されています。  

 妊婦の方への葉酸サプリメント配布事業、同じく妊婦の方へ、米・野菜・魚などの旬の

食材をお送りする妊婦の健康サポート事業、出生時のお祝いとして、旬の食材や贈呈品を

お送りする子どもの誕生成長サポート事業、県内木材を使用した木育推進事業などなど、

妊娠前から出産・子育てまで、切れ目のない支援を行っていただいておりますことに、ま

ずもって感謝を申し上げるところでございます。 

 そして、新年度予算にも盛り込まれているこども家庭センターの整備、第２子以降の保

育料無償化、高校生まで医療費無償化などなど、さらにきめ細やかな充実した支援を進め

ようとしておられますことにも、うれしく思っております。 

 さて、今回の質問では、出産前、陣痛が起きた妊婦さんについて取り上げさせていただ

きます。 

 先日、妊婦さんや小さなお子様を持つお母さんたちに、何かお困りのことがないですか

とお話を聞かせていただきました際に、出産が近づくと悩みが一つ増えるというお話をお

聞きしました。 

 それは、陣痛時の移動手段ということでした。一般的に、陣痛は１０分間隔から陣痛の

返しと言われ、進行期では４～７分ごと、極期では２～３分ごとに３０秒～６０秒続くと

されています。そして、陣痛は２４時間いつ起こるか分かりません。  
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 妊婦さんたちの悩みは、陣痛が来たときに病院まで連れて行ってくれる人がいるかどう

か、これは夫や親などです。タクシーを呼んだ場合、すぐに来てくれるかどうか、到着し

たタクシーが陣痛の妊婦を受け入れてくれるかどうか、これはネットの口コミで、嫌がら

れる、断られるといった事例が報告されているためです。 

 陣痛の痛みの中で、自分の住所の説明やかかりつけ医までの誘導、お金のお支払いがで

きるかどうか、移動時に破水が起こり、タクシーを汚してしまわないかなどが挙げられて

いました。 

 全国の自治体を見てみますと、陣痛時の妊婦さんの移動に特化した陣痛タクシーの取組

を行っている自治体がございます。 

 陣痛タクシーとは、事前に氏名、電話番号、住所、御出産予定の病院、出産予定日、初

産かどうかなどの情報を、市またはタクシー会社に登録をすることで、陣痛時には優先的

に配車を行うシステムであり、事前に登録をしているため、自分の住所や行き先の病院を

告げる必要はありません。 

 このタクシーには、研修を受けたドライバーさんが対応し、バスタオル、防水シートを

準備し、料金のお支払いが困難な場合には後払いにて対応など、様々な角度から妊婦さん

ファーストの取組が行われています。 

 県内では、下関でこの陣痛タクシーの取組を行っており、昨年１０月からは、独自の子

育て支援アプリ「しもまちＢＡＢＹタクシー」が導入されましたので御紹介をさせていた

だきますが、これは携帯のアプリの中で自分の住所やかかりつけの病院、出産予定日など

を登録することができ、陣痛が起きた場合には、アプリの中の陣痛のボタンを押すだけで

委託会社のコールセンターにつながり、対応可能な車が向かうということでございました。 

 この取組には、民間の協力が不可欠であるということ、そして、もちろんいきなり全て

を進めるということはできないと思いますが、まずは陣痛タクシーの取組について、市も

検討してみてはいかがでしょうか。陣痛時の妊婦さんの移動について、御所見をお伺いい

たします。 

○議長（田中 敏靖君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  梅本議員の陣痛タクシーへの取組についての御質問にお答えい

たします。 

 本市では、子育て世代包括支援センター「まんまるほうふ」において、妊娠届時に全て

の妊婦の方と面談をし、様々な御相談を受け、妊婦の方へ寄り添った支援を行っておりま

す。 
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 その中で、妊婦の方からは、家族が不在のときに陣痛や破水が起こるのではないかと不

安、陣痛に備え事前に登録できるタクシーはないのかなど、陣痛時の移動に対する不安の

声もお聞きしているところでございます。 

 このため、私は議員御案内の、陣痛時に優先的に配車を行う、いわゆる陣痛タクシーは、

妊婦の方が安心して出産を迎えることのできるセーフティーネットの役割を果たすものと

考えております。 

 市内には、陣痛タクシーの導入を前向きに検討されている事業者もおられます。しかし

ながら、妊婦の方に対応することに不安を覚えるタクシー運転士の方も多く、さらに近年

の運転士不足もあり、十分な体制を整えることができない状況と伺っております。  

 このような中、本市では、不安を覚えるタクシー運転士の方に、妊婦の方への対応を学

んでいただくため、今年度から妊婦・出産に関する講義や妊婦体験等を行う妊婦対応タク

シー研修会を、山口県助産師会と一緒になって始めたところでございます。 

 研修に参加いただいたタクシー運転士の方には、妊婦の方の乗車時に対応できる防水

シートなどをお配りしております。 

 また、運転士不足への対応として、今年度、新たに運転士を雇用された事業者へ支援金

を支給し、その解消に向けて取り組んでいるところでございます。 

 新年度からは、さらにその充実を図り、運転士として新規雇用された方に奨励金を支給

することといたしております。 

 今後も、タクシー事業者に御協力をいただきながら、県助産師会と一緒になって研修会

などを実施するとともに、運転士の確保にも取り組んでまいります。  

 このような取組を進める中、新年度新たに開設するこども家庭センターを中心に、陣痛

タクシーの導入に向けて、医師会や県助産師会、タクシー事業者等と連携し、検討を始め

てまいりたいと考えております。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ３番、梅本議員。 

○３番（梅本 洋平君）  御答弁ありがとうございました。 

 この件は市独自で進めることができないこと、そもそもタクシードライバーが不足して

いるという根本的な問題があること、２４時間対応できるタクシー台数の確保など、難し

い課題であることは承知している中、質問をさせていただきました。  

 そのような中で、最大限前向きな御回答をいただきましたことに、感謝を申し上げると

ころでございます。 

 そして、陣痛タクシーの重要性に御理解を示していただき、妊婦対応タクシー研修会を
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実施したり、防水シートの配布を行ったりといった取組をしていただいておりますことに

も、感謝を申し上げるところです。 

 しかしながら、タクシー事業者が２４時間の対応が難しい場合、朝方、陣痛が来たとき

にはタクシーがいないという状況も想像でき、御主人が夜勤でいらっしゃらなかった場合

も考えられ、やはり妊婦さんは御不安であろうと察するところでございますので、まずは

ドライバー不足の解消にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 冒頭で述べました妊婦さんとの話合いの中で、防府はお米とか、お魚とか、食材が送ら

れてくるんよという話になり、市外の方は、防府はすごいねといった御意見も頂きました。

様々な角度から出産・育児をサポートし、子どもを産むなら防府市がいいよねと言ってい

ただける防府市になるとよいなと私は思っております。社会増に加え、自然増も目指す、

人口増となる防府市を期待しております。 

 最後に、御答弁にありました、こども家庭センターを中心に、医師会や助産師会、タク

シー事業者などと連携し、御検討を進めていただきますことを切にお願いを申し上げ、私

の全ての質問を閉じさせていただきます。 

 真摯なる御回答ありがとうございました。 

○議長（田中 敏靖君）  以上で、３番、梅本議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（田中 敏靖君）  ちょっと早いようですが、ここで昼食のため午後１時まで休憩

といたします。 

午前１１時５３分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午後 １時    開議 

○議長（田中 敏靖君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 先ほどの今津議員の一般質問中の発言につきまして、後刻、記録を調査の上、不穏当発

言があった場合には、善処することといたします。 

 それでは、午前中に引き続き一般質問を続行いたします。 

 次は、４番、山田議員。 

        〔４番 山田 耕治君 登壇〕 

○４番（山田 耕治君）  会派「絆」の山田耕治でございます。２０２４年最初の一般質

問になります。よろしくお願いいたします。 

 質問に入る前に、このたびの能登半島地震でお亡くなりになられた方々への御冥福をお

祈り申し上げます。安否不明者もいらっしゃる中で、遺族の方は本当につらい日々を過ご
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されていると思います。 

 また、被災され、現在も先が見えない不安な日々を過ごされておられる方への心よりお

見舞いを申し上げます。 

 そのような中で、東北の教訓が生かされていないという報道もあります。段ボールに詰

め込まれた、分別されていない古着や賞味期限切れの食品等が送られてくるという報道も

ある中で、本当に人としての思いやりを持った支援を考えなければと思うところでござい

ます。 

 それでは、質問させていただきます。 

 今回は、大きく３点の質問をさせていただきます。 

 １つ目は、三田尻塩田記念産業公園の整備についてです。 

 現在、塩田は廃止されていますが、防府はかつて十州塩田にも名を連ねた、全国有数の

塩の生産地であったことは、皆さんも御承知のところでございます。  

 防府市は、江戸時代中期から昭和３０年代まで、塩の産地として栄えたまちです。その

歴史を語る、中関にある三田尻塩田記念産業公園では、跡地の一角に入浜式塩田等を復元

し、塩田まつりも開催されていますが、ソルトのまち防府、塩づくりの産業公園として、

今まで以上に市民に歴史を知っていただく取組に力を注いでもよいのではと考えますが、

いかがでしょうか。 

 ここ防府市では、昭和３１年（１９５６年）まで入浜式塩田のかん水生産が実施されて

いたとのことです。 

 この製法、入浜式塩田は、干潮時と満潮時の海水面の高さの差を利用して、海水を塩田

へ入れ、毛細管現象で表面に出た海水の水分を蒸発させ、塩分が付着した砂を集めてかん

水を取る方式の塩田、主に波が穏やかな、塩の干満差が大きく、干潟が多い地域で築かれ

たそうです。 

 また、揚浜式塩田は、海水を人力で塩田にまいて水分を蒸発させ、塩がついた砂を集め、

かん水を取る方式で、満潮時の海水面より高い場所に、自然の浜を利用したり、粘土を固

めた地盤の上に砂をまいたりして築かれたそうです。 

 主に塩の干満差が小さい日本海沿岸や太平洋沿岸の波が荒い地域で行われ、今回、地震

の被害に遭った石川県珠洲市では、現在もその技術が受け継がれているそうです。  

 防府市の三田尻塩田記念産業公園では、この違いや製塩用具も比較することができるよ

うになっています。 

 ただ、良い資料や体験施設も時間がたてば劣化もします。しっかりと後世へつなげられ

るように、我々の時代に整備していく必要があると思います。 
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 そこで質問ですが、ここ数年の三田尻塩田記念産業公園へ訪れる来園者数の推移と公園

内施設の整備状況を教えてください。 

 ２つ目に、国指定重要有形民俗文化財の今後の対応と管理方法は、また、文化庁指定の

登録有形文化財となっている釜屋煙突は傾いています。川沿いの河川道等、現地は地盤も

緩く、陥没した箇所も多く見られますが、今後の管理をどのように考えておられるのか、

お考えをお聞かせください。 

 ３つ目に、塩田、昭和４７年の頃ですが、全て廃止される前の製塩法で、小枝などを階

段状につるした枝条架と組み合わせる流下式も三田尻や西浦でも行われていたと聞きまし

たが、市の歴史教育の中で、体感用のレプリカも考えてみてはと思いますが、いかがでし

ょうか。御所見をお聞かせください。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  山田議員の三田尻塩田記念産業公園の整備についての３点の御

質問にお答えいたします。 

 本市には、江戸時代中期から昭和３０年代前半まで、日本有数の塩の産地として約

２６０年続いた輝かしい歴史があります。 

 特に、萩藩第７代藩主毛利重就公の功績により、一大製塩地に発展した三田尻塩田は、

我が国の塩業の歴史の中で大きな役割を果たしました。 

 こうした歴史を記念し、平成４年に建設されました三田尻塩田記念産業公園は、当時の

入浜式塩田を復元し、塩づくりの工程を見学・体験することができ、塩の産地として栄え

た防府の歴史を学べる重要な施設です。 

 公園の近くには、重就公が晩年を過ごした英雲荘もあり、私は深いつながりのある両施

設へ頻繁に足を運び、塩づくりの歴史と重就公の功績に思いをはせております。  

 それでは、１点目の、三田尻塩田記念産業公園の来園人数の推移と公園内の施設整備の

状況です。 

 まず、近年の来園者数につきましては、令和元年が３，５０６人、２年が１，０９８人、

３年が２，４４０人、４年が２，５４４人、令和５年は２，７９３人となっております。  

 塩づくり体験をされる方が多く、貴重な体験ができてよかった、楽しかったと喜びの声

をたくさんお聞きしています。 

 また、公園内の施設整備状況については、平成２９年度にかん水の輸送装置である暗溝

の修繕工事を行ったほか、国指定重要有形民俗文化財の製塩用具などを保存管理するため

の収蔵庫を建設し、令和２年度から一般公開をしております。 
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 そのほかにも、塩づくり体験には欠かせない園内の整備については、適宜必要な修繕を

行っております。 

 続いて、２点目の、国指定重要有形民俗文化財の今後の対応と管理方法及び登録有形文

化財の釜屋煙突の今後の管理についてです。 

 国指定重要有形民俗文化財の製塩用具は、温湿度管理ができる収蔵庫に、三田尻の入浜

式用具４９点と、能登の揚浜式用具２４点が保管されており、観覧希望者には公開をいた

しております。 

 今後も塩田の歴史を後世に伝えていくため、製塩用具を適切に保存管理し、より多くの

方に観覧いただけるよう努めてまいります。 

 また、国の登録有形文化財釜屋煙突につきましては、公園職員が日々目視で確認し、さ

らに定期的に角度計を使い、傾きに変動がないことを確認しております。 

 なお、経年劣化等により、煙突外壁に亀裂等が確認された場合には、構造の強度維持の

ため、随時補修を行っております。今後も日常的な監視を継続するとともに、必要に応じ

た補修を行い、保存に努めてまいります。 

 最後に、３点目の流下式製塩を体感するレプリカについてです。 

 竹の小枝などを階段状につるした枝条架と組み合わせた流下式製塩法は、防府の塩田事

業末期の昭和２０年代後半に取り入れられた効率のよい工法です。 

 現在、展示室には、流下式製塩法について、イラストによる製塩解説に加え、枝条架の

写真やミニチュアも展示されています。 

 三田尻塩田記念産業公園は、本市が入浜式による塩づくりの一大産地であったことを後

世に継承する体験型観光施設です。子どもたちをはじめ、より多くの方に来園していただ

けるよう、御提案のありました流下式の体感レプリカも含め、魅力ある展示や塩づくり体

験の内容の充実に向け、今後、関係者と検討してまいりたいと考えております。  

 以上、御答弁申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございました。 

 今後また来館者の増に向けて、前向きに検討していただくというふうに心強い言葉を頂

きました。今後、本当に来園を増やす取組も、本当に私は必要だと考えています。  

 そのような中で、市内の小学校では、三田尻塩田記念産業公園を利用されると思います

が、１７校の状況を教えてください。 

○議長（田中 敏靖君）  文化スポーツ観光交流部長。 

○文化スポーツ観光交流部長（杉江 純一君）  お答えします。 
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 小学校の団体としては、令和元年度２校、２年度４校、３年度４校、４年度１校、５年

度１校でございます。地元の中関小学校につきましては、毎年、来園していただいており

ます。 

 そのほか個人ですけれども、塩田まつりで多くの子どもに来ていただいておりまして、

さらに令和４年と５年には、夏休み期間中に入園料が無料になりますキッズサマーパス、

これは山口県県央連携都市圏域の７市町で実施しておりますけども、そちらのほうにも来

園していただく取組を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。 

 聞き取りのときの状況も調べさせていただきましたけど、令和元年から令和５年まで、

小学校にして２７回ですかね、５年間で中関小学校、地元ですんで、中関小学校が２０回、

ほかの小学校では全体で７回、これが、数字が多いのか少ないのかってあると思いますけ

ど、私は非常に少ないんではないかと、市内ある１７校で、１７分の６小学校ですよ。来

られとるんがね。これはやっぱり言葉に騙されることなく真剣に考えていただきたいと思

います。地元の小学校に対する取組は本当に考えていただきたい。 

 １９９２年（平成４年）に、三田尻塩田の歴史文化を後世に伝えるために、この記念産

業公園はつくられたと聞いています。今後は製塩方法を伝える中で、海水の中の塩の濃度

がどれぐらいなんかな、食卓に並ぶ塩に対する、塩にするために実際にどれぐらい、何％

の濃度にすることが必要なのかなと考える力、生きる力として、毛細管現象の仕組みも子

どもたちに考えてもらう、教え方も大切なのではないかと思う次第です。 

 近くには、青少年科学館との連携も含めて、ありますので、教育委員会としてもしっか

り促すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  教育長。 

○教育長（江山  稔君）  御質問にお答えします。 

 三田尻塩田記念産業公園は、防府市の産業を支えた塩田の歴史を伝える貴重な公園であ

ることから、小学校３、４年生が主に使用する社会科の副読本「のびゆく防府」に掲載し、

その歴史について学べるようにしております。 

 これまで市内小学校では、社会科や総合的な学習の時間、校外学習において、三田尻塩

田記念産業公園を利用してきました。今年度、中関小学校は、２年生と４年生が遠足や地

域学習として利用しました。 

 また、地元の塩田公園の祭りを盛り上げようと、５年生が校内で祭りのＰＲのためのチ
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ラシを作成するなど、その地域に根差した教育活動を展開しております。 

 その他市内中学校のうち６校が、防府のまち歴史探訪の訪問地として利用してきました。

議員御案内のとおり、三田尻塩田記念産業公園の塩に焦点を当てることで、社会科の歴史

学習以外に、算数科や理科で学習したことを生活につなげていくことができると思います。

その際、青少年科学館や文化財郷土資料館との連携も考えられます。  

 今後、小学校教員による市内実地研修において見学したり、ほうふみらい塾の講座にお

いて実施したりすることで、小学生の学びにつながるよう働きかけてまいります。  

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。 

 地元の中関小学校、本当に何回も来られているというのを確認できております。市内は

１７校ありますんで、残りの１６校、しっかりＰＲしていただきたいというふうに思いま

す。 

 来園だけされる方と、実際に体験までされる方の状況を教えてください。 

○議長（田中 敏靖君）  文化スポーツ観光交流部長。 

○文化スポーツ観光交流部長（杉江 純一君）  お答えいたします。 

 実際に体験される割合ということですけども、令和４年は、来園者２，５４４人のうち

１，１４３人が体験をされています。令和５年度は、来園者１，７９３人のうち１，

２３８人が塩づくり体験をされ、両年とも来園者全体の約４５％の多くの割合で塩づくり

体験を行っております。大変喜ばれております。 

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。 

 そうなんですよね。ただ見るよりもやっぱり体験することがすごく重要だと思います。

しっかり中身のところを充実していただいて、体験して、防府市の中で、塩で栄えたまち

なんだというところもしっかりＰＲしていただきたいと思います。 

 先般、資料収蔵庫も確認させていただきました。１９５９年（昭和３４年）、先ほど御

説明ありましたけど、入浜式製塩を、製塩するための用具であったり、昭和４０年に追加

指定された揚浜式用具が収蔵されているわけでございます。 

 今回、令和６年度の当初予算案にも限定公開というふうに書かれていました。予定され

ていると示されていますが、年間の開催数の予定も含め、どのようにお考えか、お聞かせ

ください。 
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○議長（田中 敏靖君）  文化スポーツ観光交流部長。 

○文化スポーツ観光交流部長（杉江 純一君）  お答えします。 

 収蔵庫の見学ですけども、塩田公園の職員が来園された方にお声がけをして、観覧希望

される方には公開のほうをしておりまして、案内のほうも行っております。 

 限定公開につきましてですけども、これは１０月に行われます塩田まつりのときに、文

化財の専門職員が解説付きで収蔵庫内の公開を行っているということでございます。 

 今後におきましても、収蔵庫の案内をより充実できるよう、指定管理者のほうとも協議

していきたいと思っております。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。 

 ただ、事前に連絡があったときに見せたりという話もありますけど、やっぱり重要なも

のですんで、劣化等の可能性も、開けっ放しというわけにもいきませんので、ですから、

やはりここは年二、三回限定というところで、開催企画というのも大切なことではないか

と思いますんで、そのときに見ていただくという、より充実した企画にしていただきたい

ことは要望させていただきます。市長、どうですか、いいですかね、お願いします。  

 国指定の登録有形文化財となっています、先ほどありました釜屋煙突、傾いていますが、

この管理方法は日々目視でされると、これはどうかと思いますよ。私が見た傾きと市長が

見た傾きがどうなのか、じゃあ、実際にそのチェック方法はどうするのか、その中で角度

計で変化を定期的にチェックするとありましたが、定期的とはどれぐらいなんでしょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  文化スポーツ観光交流部長。 

○文化スポーツ観光交流部長（杉江 純一君）  月に１回、角度計を用いて行っておりま

す。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。 

 どれぐらいの時間がかかるんですかね。 

○議長（田中 敏靖君）  文化スポーツ観光交流部長。 

○文化スポーツ観光交流部長（杉江 純一君）  時間については、ちょっと確認をしてお

りませんけども、角度計を用いて丁寧にしておるということは確認しております。  

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ここには釜屋煙突、もう一つありましたよね。でも、これ残念

なことに今は一つしかありません。しっかりここは、僕は角度計で点検をすべきだと思っ

ております。目視は、これ全く点検になっていませんよ。 
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 例えば、製造現場でもそうなんですが、線路等でボルトの締結部に線を引いて、目視で

同じ場所から緩みをチェックすると、よくＴＰＭでやりますけど、煙突にマーキングして

いるとも思いません。やはりここは管理者の方とよく相談してみてください。 

 せっかくこれは重要なものなんで、ここはしっかりチェックできるような仕組みをつく

っていただきたいということは要望させていただきますが、いかがでしょうか。  

○議長（田中 敏靖君）  文化スポーツ観光交流部長。 

○文化スポーツ観光交流部長（杉江 純一君）  しっかりしていこうと思います。 

 補足ですけども、月１回目視で角度計を用いて行っておりますけども、おおむね１０年

を目安に、専門業者によって測量機械、レーザー等を使って角度のほうは計測しておりま

して、次は令和７年に行う予定としております。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  一遍、中のほうも傾きが起こらないように一応直したというこ

ともありますけど、何せその箇所は地盤が緩いところでございます。反対側の中関工場の

ほうの歩道も陥没しておりますので、ぜひその辺は周りをチェックしていただければとい

うふうに思います。 

 先ほどありました流下式、小さな模型と写真はありますがというふうに市長からも御答

弁がありました。今後は前向きに考えていただけるということで、観光も含めた施設の充

実や後世に受け継ぐ取組として、インストラクターの充実や体験プログラムを考えていた

だきたいということは要望させていただきます。 

 また、揚浜式の塩田製塩用具は、今回、自然災害で大変な状況になっている石川県の珠

洲市、使用していた用具を研究目的で収集したものと聞いております。珠洲市では、

１６６点の重要有形民族文化財があると聞いていますが、今回の地震で被害がないことを

祈るばかりでございます。 

 同じ製塩業で栄えたまちとして、お手伝いできることがあれば心配りを市としてすべき

と思います。大変な時期ですので、様子を見ながら進めていただきたいと思いますが、珠

洲市さんの製塩業に対する観光施設もあると思います。珠洲市さんにある施設のパンフレ

ットを防府市に置くとか、逆に防府市のパンフレットを珠洲市さんの施設に置いていただ

く等の交流も取っていただきたいと思います。 

 イベント等の交流も視野に入れた心配りをぜひ防府市から発信していただきたいと思い

ますが、市長、どうでしょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  市長。 

○市長（池田  豊君）  珠洲市では、このたびの地震、昨年も地震があり、一昨年も地
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震があったというところでございまして、一生懸命復旧、また復興に努められていること

と思います。 

 そうした中で、揚浜式のことがありましたけれども、先ほども御答弁申し上げましたよ

うに、うちの収蔵庫には、珠洲市の、向こうのほうの、能登のほうが２４点収蔵しており

ます。大変、歴史的にも、防府のほうは１７世紀から始まって、江戸時代ですけれども、

向こうのほうは１６世紀の後半で、前田家のほうで、前田利家さんだった頃から始まって

います。前田家と毛利家と、そういう歴史的な縁もあると思いますので、おのおののパン

フレット、それを合わせまして、向こうのほうは加賀の前田家というか、こちらのほうは

また毛利氏庭園といったような観光のものをお互いに交換することによって、その塩田だ

けでなくて、そのほかでも縁があるんだということで、私、ポスターで、毛利邸のポス

ターにライバルは兼六園と書かせてもらっていますけれども、石川県とのつながりもしっ

かりと密にさせていただいて、それはまた防府市の観光振興に努めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。市長はお心配りができる方なんで、ぜ

ひ防府市からそういう声をかけてあげてください。本当に大切なことと思います。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、次の項に入らせていただきます。不法投棄についてお尋ねいたします。 

 令和に入ってから、防府市における不法投棄の状況について質問させていただきました

が、その後の状況についても教えていただければと思います。 

 前回の質問でも言いましたが、基本的にごみの処分はそのごみを所有していた人に責任

があり、ごみを不法投棄された土地の管理者等々がごみの処分をする責任はありませんし、

自治体にも責任があるわけでもありません。ただ、捨てられたごみをそのままにしておく

わけにもいかず、多くの場合、誰が不法投棄したのか分からないため、ごみを投棄された

側の人が自分で処分し、また多くのボランティアの方が活動の一環で清掃されています。

心から敬意を表したいと思います。 

 ただ、これは本来あるべき姿ではないということは言っておかなければいけないと思い

ます。 

 以前、一例で、大道地区の小俣の交差点のところにあるセブンイレブンの後ろ、市道を

例にお話をさせていただきました。旧２号線で、道路にトラック等が駐停車しており、弁

当殻やごみの不法投棄が絶えないところで、たくさんの方から御相談があること、いまだ

にボランティアに清掃を頼っていること、看板も直していただいていますが、効果がある
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ように思えないのは私だけではないように思います。 

 昨年ですが、年末の２７日に清掃ボランティアを実施しました。ＳｉｄｅＢｏｏｋｓに

ありますんで、状況を皆さん方見ていただければというふうに思います。 

 大道地区にあるあかり園さん、防府市社会福祉協議会、公民館の職員さん、また、山口

短期大学の学生や地域の方もお手伝いに来てくれました。皆さん年末の忙しい中で、一生

懸命に不法投棄されたごみの処分に汗を流していました。確かに包括的な視点も大切です

が、的を絞った対応も必要ではと最近は思っています。 

 そこで質問ですが、毎年２桁の相談件数があると、以前の質問に対する答弁では言われ

ていましたが、ここ数年の不法投棄に対する相談件数を教えてください。 

 ２つ目に、不法投棄の抑制に対する看板の設置状況と、以前の提案で、市が管理する土

地で所管する課を看板へ記入していただくようにお願いしました。 

 現在は、道路課では看板の前に表示し、電話番号まで記入してくれていますし、生活安

全課では看板の後ろへマジックで番号も書かれているようです。最近の看板設置件数と管

理や取組状況を教えてください。 

 ３つ目に、市内でトラック等の車両が駐停車している箇所の改善や抑制に対する考えが

ないのか、市としての御所見をお聞かせください。 

○議長（田中 敏靖君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。生活環境部長。 

○生活環境部長（金澤   哲君）   山田議員の３点の御質問のうち、私からは１点目と

２点目の御質問にお答えいたします。 

 不法投棄は、禁止事項や罰則規定の周知啓発を図るとともに、不法投棄を起こさせない

環境整備を行うことにより、その未然防止を図ることが最も重要であると考えております。 

 まず１点目の、ここ数年の不法投棄に対する相談件数の状況についてです。 

 不法投棄に関する市民からの問合せや通報などの相談件数は、令和２年度は３４件、令

和３年度は２５件、令和４年度は３４件、令和５年度は２月末現在で３６件となっており

ます。 

 次に、２点目の近年の不法投棄禁止看板の設置件数とその後の管理や取組状況について

です。 

 不法投棄禁止の看板には、市長と防府警察署長の連名による罰則規定を明記した警告看

板と空き缶などのポイ捨て禁止看板の２種類を作成しております。２つ合わせた看板の設

置件数は、令和２年度は１７５件、令和３年度は２１１件、令和４年度は１８８件、令和

５年度は２月末現在で１１９件となっております。 

 市が設置いたします看板の管理につきましては、先ほど議員からも御案内いただきまし
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たとおり、土地を管理する担当課名等を記載するよう改善しておりまして、施設管理とし

てパトロールなどを実施する中で、適正な管理に努めているところでございます。  

 御相談をいただく事案の多くは、土地管理者をはじめ、地域の関係者、市などの行政機

関が協力し、投棄物の速やかな撤去や草刈りなどの周辺環境の整備、不法投棄禁止看板の

設置などの対策を実施することにより、再発が抑止されている状況でございます。  

 しかしながら、人目につきにくい山林や道路脇の茂みなどでは、繰り返し不法投棄が発

生している場所も見受けられます。こうした場所については、不法投棄禁止看板の設置に

加え、市などの行政機関によるパトロールの実施、さらには状況に応じ、防犯カメラの設

置等の対策を講じ、再発防止に努めているところでございます。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（田中 敏靖君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（石光  徹君）  私からは、３点目のトラック等の車両が駐車して

いる箇所の改善や抑制に対する考え方についての御質問にお答えします。 

 議員から御案内のありました、台道地区で昨年１２月２７日にボランティア清掃活動を

行っていただきました地域の皆様には、改めて感謝申し上げます。 

 共に清掃活動に従事した職員からは、瓶や缶、ペットボトル、また弁当殻といったごみ

が多く投げ捨てられており、中には不衛生なごみもあったと報告を受けております。  

 こうした不法投棄を防止する対策といたしましては、不法投棄が繰り返される場所への

注意喚起看板の設置や定期的なパトロールを実施しているところでございます。  

 注意喚起看板を設置した後に、続いていた不法投棄が解消された箇所もあり、看板設置

の効果があるものと認識しております。 

 一方で、看板設置後も不法投棄が繰り返される場所もございます。市といたしましては、

不法投棄は犯罪であるため、個人が特定できる場合には、防府警察署に通報するなど、引

き続き厳正に対処してまいります。 

 また、議員お示しの駐停車している車両からの不法投棄対策といたしましては、容易に

駐車できないよう工夫するなど、駐停車を防ぐための措置や繰り返される場所への監視カ

メラの設置等を検討してまいりたいと考えております。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。 

 それでは、再質問させていただきますが、ここ数年の通報件数も２桁の３５件前後とあ

まり変わらないように思います。変化がないということは効果・成果がないということと
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私は思っておりますが、現在ボランティア活動をされている方ですけど、本当に感謝しか

ございません。冒頭言いました、部長も言われていましたが、本当にありがたいことだと

思います。 

 ただ、本当にこれがあるべき姿ではないことはしっかり皆さんも理解していただきたい

というふうに思いますし、不法投棄ができない環境にしなければいけないと私は思ってい

ます。 

 思い切った環境整備が必要と考えますが、現在パトロールで、例えば、不法投棄防止の

看板に対する不具合報告や手直し、改修等があるかどうか教えてください。 

○議長（田中 敏靖君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（石光  徹君）  パトロールで看板等が見えにくくなった場合につ

いては、看板の改修等を行っております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  それは、あるということですね。看板も、分母に対する分子を

把握することが本当はベストなんでしょうが、そこは現在難しいと思います。 

 ちなみに、今現在は道路課であったり、河川港湾課であったりとか、生活安全課であっ

たりという、ちゃんと分かるようにしていただいていますんで、ここは、新しく取り付け

る看板からはそういうデータを取っていただきたい。 

 今、言いましたように、担当課や番号が記載されていますが、それ以前の看板が不法投

棄の状態にならないようにぜひお願いしたいと思います。 

 そういうデータ、分かる仕組みや分析は必要と思います。本当に、新たに設置する看板

に対しては、今からちょっと考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  生活環境部長。 

○生活環境部長（金澤  哲君）  今、議員のほうからも御指摘いただきました、新たに

設置いたします看板につきましては、各課で各市の所有施設に設置しております看板につ

いては管理番号を付番しておりますので、その辺、維持管理については、経過年数であっ

たり、踏まえて適切に管理を実施していきたいと考えております。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。 

 全体で見ると難しいかもしれませんが、各部署での看板の管理というのは、これしっか

りやっていただきたいということは要望させていただきます。 

 ちなみに、先ほど言いました、台道地区のセブンイレブンの後ろ、前回は全ての看板が
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ＮＧでしたが、今回１２の看板が設置されております。 

 一つ一つ確認に行きました。表示も見えますんで、看板としては機能しています。ただ、

これだけの看板を設置してもごみの山です。本当に昨年の暮れは大変でした。ここは本気

で考えないといけないと思っています。本当に大変でした。 

 地元の事例、またセブンイレブンの後ろで大変申し訳ないんですが、ここに緑に白抜き

でＰと看板があります。駐車場として駐停車を促す看板がいまだに設置されていますが、

ここは駐停車してくださいねと促しているのか、教えていただけますか。 

○議長（田中 敏靖君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（石光  徹君）  Ｐにつきましては旧国道２号の名残で、一応法的

にはまだ駐停車ができる形というふうに認識しております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  でも、部長さん、このごみの山を見て何にも思いません。これ

本当に必要ですか。どうでしょう。 

○議長（田中 敏靖君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（石光  徹君）  議員御指摘のとおり、そこの場所につきましては、

駐停車を防ぐためのそういう措置や監視カメラ等の設置等を早期に検討していきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  回答に近い答弁がいただけましたけど、ただ、これは名残のＰ

でございます。国の旧国道からの名残でございます。本当に必要なのかなと、じゃあ、促

す国がしっかりごみを拾っていただきたいなとは思いますけど、そうはいかないわけです

よね。しっかりこの辺は名残のところをよく考えていただきたい。 

 もう一つお聞かせください。 

 国道や県道に近い道路の中央分離帯の部分を少し囲い、そこに木や花を植えていますが、

ここにごみを捨てる方が多いと思っています。最近は、国や県もこの中央分離帯の部分に

ある木や花の維持管理の難しさも考慮してか、潰している箇所も見受けられます。  

 管理も含めて考えますと、ごみを捨てやすい、信号で停車する部分とか、ここのところ

は撤去も考えて潰してみてもいいのではないかというふうに思った次第です。 

 先ほど台道地区のセブンイレブンの後ろの側道も縁石ですが、名残があり、聞かれてお

るとは思いますが、ここの草を草刈り機で刈り取りながら、草を撤去しながら、草の処分
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をしながらごみを拾っていくという大変な作業でした。ここはもう必要ないのではないか

というふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田中 敏靖君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（石光  徹君）  近く、国道２号台道鋳銭司拡幅等々もありますの

で、しっかりその辺考えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  その前にぜひやっていただきたいなというふうに思います。 

 今年も我々ボランティアが清掃に行かなければなりませんので、そのときは部長も市長

も副市長も一緒に汗を流していただきたいということだけ要望させていただきますよ。  

 ごみ等捨てるという行為そのものがＮＧでございます。残念ながら、モラルの低さもあ

るんでしょう。本当に残念です。本当に残念なのは皆さんからトラックの運転手が捨てる

んよという声が出ることが残念です。多分、一部の方の行為でそこに携わる全ての方が悪

にされてしまう。よくあることでございますが、本当に残念でございます。 

 ぜひ、頻繁に不法投棄される箇所への、防犯カメラも含めた、管理できる方法やごみを

捨てないようにする環境整備をよろしくお願いしたいと思いますが、いま一度御答弁をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（石光  徹君）  駐停車を含めた監視カメラの設置等、しっかり検

討のほうさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の項に行かせていただきます。 

 最後の質問は、公民館の防犯対策でございます。 

 警視庁のホームページで防犯に対する整備を調べますと、防犯環境設計による防犯対策

の説明が出てきます。 

 少し御紹介させていただきますが、ここでは犯罪が発生しにくい環境をつくるために、

人的な防犯活動、ソフト面と併せて、建物・道路・公園等の物理的な環境、ハード面の整

備強化を行い、犯罪の起きにくい環境を形成するというふうな考え方でございます。  

 防犯環境設計には、直接的な手法として、対象物の強化と接近の制御、間接的な手法と

して、監視性の確保、領域性の確保があり、これらを総合的に組み合わせることが重要だ

とうたわれています。 
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 この４つの要素ですが、対象物の強化では、丈夫な錠や防犯ガラスなどで対象物を破壊

に強く、物理的に強化して侵入を防ぐ、未然に防ぐこと、補助錠の追加や防犯フィルム等

が挙げられています。 

 ２つ目の接近の制御では、人が容易に敷地や建物に接近することを防ぐための柵の設置

や足場となるようなものの撤去、３つ目の監視性の確保では、照明環境の整備や、いつも

私も推進をお願いしています、防犯カメラ等の設置が例として挙げられています。 

 最後の領域性の確保では、住民相互の活動や交流を促して、部外者が侵入しにくい雰囲

気を地域で形成すること、見知らぬ人には積極的に声かけをするなど、一人ひとりが地域

の目で犯罪の起きにくいまちをつくっていくこととのことでした。少し怖いと思われる方

もおられるかもしれませんが、関心を持つことが大切と思います。 

 先般も見知らぬ方を朝から、公民館から駅の方面で見かけた。朝も昼も、そして夕方も

おられたと情報を地域の方で共有しました。偏見の目で見ることはいけないかもしれませ

んが、皆さんが気をつけて地域を見ていただくことに感謝した次第です。 

 犯罪はいろんな角度で環境整備が必要と考えますので、質問させていただきます。  

 そこで、今後は避難場所や市役所の分署としての利用も増えてくるように感じています

公民館について、防犯整備について聞かせていただければと思います。 

 まず、現状を把握する中で、近年公民館を利用される皆様の人数の推移を教えてくださ

い。 

 また、来館される皆さんが利用される目的で多いのは何か教えていただければと思いま

す。 

 次に、防犯に対する取組については、これまでも様々な角度で質問してきましたが、市

は真摯に受け止め、対応してくれています。そのような中で、もう一歩踏み込んだ取組も

必要ではないかと思う次第です。 

 そこで、各公民館に向けた防犯カメラの設置も必要と考えますが、いかがでしょうか。  

 最後に、住民の皆さんの憩いの場、災害時の避難場所等、利用される方も多くなると予

測されます、重要な役割を担う公民館ですが、不審者に対する防犯訓練はされているのか、

不審者に効果を発揮するさすまたの整備や防犯訓練の実施状況を教えていただければと思

います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。総務部長。 

○総務部長（白井 智浩君）  山田議員の公民館の防犯対策についての３点の御質問のう

ち、私からは２点目の公民館への防犯カメラの設置についてお答えいたします。  
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 防犯カメラの設置につきましては、犯罪抑止や証拠映像の記録、安心感にもつながるも

のだと認識しており、これまでも小・中学校やソラールなど、多くの市有施設へ設置して

まいりました。 

 そして、安全・安心の拠点、これからのまちづくりの拠点となります新庁舎建設を進め

る中で、市長からこれに合わせて必要な施設への防犯カメラ設置について指示を受けてお

りまして、現在設置施設の調査等を進めているところでございます。  

 新庁舎の開庁までには、公民館も含め、必要な施設への防犯カメラの設置を行うことと

しております。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（田中 敏靖君）  教育部長。 

○教育部長（高橋 光男君）  私からは、１点目の公民館の利用人数の推移と利用目的、

それから３点目のさすまたの整備や防犯訓練の状況についてお答えいたします。 

 まず１点目の、公民館の利用人数の推移と利用目的についてです。 

 公民館の利用人数は全ての公民館の合計で、令和元年度が２０万４，７２６人、令和

２年度が７万９，８８３人、令和３年度が１０万５４５人、令和４年度が１３万５２４人

と推移しており、コロナ禍において大きく利用人数が減少していましたが、令和５年度は

１月末現在１２万３，６２４人で、令和４年度よりも上回る見込みとなっております。  

 また、主な利用目的といたしましては、市民教養講座等の受講や自治会等による会議と

なっております。その他地域住民の交流や防災の拠点として、様々なイベントや防災訓練

などでの利用もございます。 

 次に、３点目の、さすまたの整備や防犯訓練の状況についてです。 

 現在、緊急時の公民館における対応といたしましては、緊急ブザー・館内放送による周

知などがございます。 

 公民館は、先ほど申し上げましたとおり、多くの地域の方々に利用されております。現

在、公民館にさすまたは整備しておりませんが、議員御案内のとおり、万一不審者が侵入

した際に、利用者の方や職員自身の安全のため、日頃から備えておくことは大切でござい

ます。 

 今後、各公民館においては防犯カメラを設置することとしており、また定期的な防犯訓

練等を実施し、防犯対策の強化に努めてまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。すばらしい回答をいただきましたので、
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本当、もう言うことはありません。本当にありがとうございます。 

 公民館の状況をちょっと教えていただきたいなと思うんですが、公民館には館長と主事、

教育指導員、主事補、主事補と社会教育指導員と兼務されている方も以前調べたときには

なっていたと思いますが、現在の職員の配置状況を教えてください。  

○議長（田中 敏靖君）  教育部長。 

○教育部長（高橋 光男君）  御質問にお答えいたします。 

 大道公民館をはじめ、出張所を併設した公民館は、先ほど議員から御案内ありましたと

おり、館長、主事、社会教育指導員、主事補の４名を配置しております。また、その他の

公民館につきましては、社会教育指導員がその他の業務を兼務しておりますので、３名の

配置となっております。 

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  ありがとうございます。 

 私、把握されていると思いますが、それ以外にも管理人という方がいらっしゃいまして、

管理人は通われている方と住まわれている方もいらっしゃる中で、たしか以前調べたとき

に女性の方もいたと思います。ひょっとしたら怖い思いをされた方もいらっしゃるかもし

れませんので、防犯の強化は必要になってくるのではないかというふうに思っております。 

 今、女性という話をしましたが、ほとんどの公民館で女性も配置されているのではない

かというふうに思いますが、状況を教えてください。 

○議長（田中 敏靖君）  教育部長。 

○教育部長（高橋 光男君）  御質問にお答えいたします。 

 女性の職員が、主事や社会教育指導員等、あと主事補等で配置されている公民館は多う

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中 敏靖君）  ４番、山田議員。 

○４番（山田 耕治君）  そういう話も聞いたことがございます。本当にしっかりですね、

女性がひょっとしたら一人だけで公民館で対応される場合も、ひょっとしたらあるかもし

れません。女性だけではないんですけど、一人で対応される方がいらっしゃるかもしれま

せんので、ぜひ、ここは防犯カメラ、さすまた、本当に防犯訓練、今回すばらしい御回答

をいただきましたので、これ以上は言いませんけど、しっかり取り組んでいただくことを

お願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。  

○議長（田中 敏靖君）  以上で、４番、山田議員の質問を終わります。 
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○議長（田中 敏靖君）  次は、２番、宇多村議員。 

        〔２番 宇多村史朗君 登壇〕 

○２番（宇多村史朗君）  会派「自由民主党」の宇多村でございます。通告に従いまして、

質問をさせていただきます。 

 本日は、今後の防災の取組について、次に、本市の観光振興についてお伺いいたします。

執行部におかれましては、真摯なる御回答をお願い申し上げます。 

 今後の防災の取組について。 

 私は、昨年９月議会において防災力のさらなる強化について御質問いたしました。市長

からは、夏の大雨の課題を踏まえた様々な取組について御回答をいただき、大変心強く感

じておりました。 

 こうした中、本年１月１日に能登半島地震が発生し、多くの貴い命が失われました。震

災によって亡くなられた方々の御冥福を心からお祈りするとともに、厳しい生活を送って

おられる被災者の方々にお見舞い申し上げます。 

 このたびの震災では、多くの家屋が倒壊し、道路網の寸断、津波被害など、石川県を中

心に甚大な被害が発生いたしました。 

 発災直後から、自衛隊、警察、消防の派遣部隊等が不眠不休で救助活動や物資輸送に当

たられた姿に、私は深く心を打たれました。懸命な復旧活動が続く中、今なお多くの方々

が避難所での厳しい生活を送られており、被災地の一日も早い復旧・復興を願うばかりで

ございます。 

 被災地のことを思いながら、私は、防府市は大丈夫なのかということを改めて考えさせ

られました。市が各世帯に配られている防災ファイルを見ますと、防府市に大きな被害を

もたらす可能性の高い地震として、南海トラフ巨大地震をはじめ、佐波川断層地震や周防

灘断層群主部の地震があります。 

 一方で、私なりに過去の災害を調べてみたところ、近年、戦後以降ですけれども、防府

で観測された最大震度は平成２６年の震度５弱であることが分かりました。このため、私

を含め多くの市民は、心のどこかで防府市では自分が生きている間に地震は起きないはず

という認識でいるのではないかと思います。しかし、現実には、東日本大震災や熊本地震

のときがそうであったように、今回の能登半島地震においても、想定を超えた地震がやっ

てくることが現実として示されました。 

 防府市でも大地震が起きる可能性があり、油断せずに備える必要があると改めて考えて

いるところでございます。 
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 こうした中、防府市の防災に関する取組に目を向けますと、市長が最初の公約に掲げら

れ、いち早く取り組まれた、市民の命を第一に考えた防災拠点としての耐震性のある庁舎

への建て替えにつきましては、新庁舎の工事が順調に進み、本年秋に竣工を迎え、来年

１月に供用開始される予定となっております。 

 また、総合計画「輝き！ほうふプラン」に位置づけられました、佐波川右岸の広域防災

広場については、過去には、ここまで広い広場が必要なのかという声を耳にしたこともあ

りましたが、このたびの地震発生以降、私はもっと広くてもよいのではないかと思うぐら

い、アクセス性に優れたすばらしい立地であると改めて認識いたしました。 

 昨年１０月には、隣接地への県立総合医療センターの建て替えが決定し、大規模災害時

の医療連携や物資輸送拠点等、広域防災広場の重要性がさらに増すこととなり、防府市民

として、とてもうれしく感じているところでございます。 

 ８ヘクタールにも及ぶ広さの防災広場を用意されたことは、市長の英断であったと考え

ております。文化福祉会館跡地への防災広場と併せ、しっかりと整備していただきたいと

思います。 

 能登半島地震の発生以来、私は毎日のように新聞報道やテレビニュースを見ておりまし

たが、改めて人知を超える自然の恐ろしさを知らされるとともに、こうした事態に備え、

先ほど申し上げました防災広場等の拠点整備をはじめ、備蓄物資の確保の重要性などを感

じております。 

 備蓄については、このたびの震災を契機に、特に女性や妊産婦・乳幼児などの用品の備

蓄が課題とも言われております。これらのことを踏まえ、来年度は様々な取組を考えてお

られることと思います。 

 そこで、改めまして、昨年の大雨対応等、能登半島地震を踏まえた上での、防府市の防

災力のさらなる強化に向けた、新年度の防災の取組についてお伺いいたします。よろしく

お願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ２番、宇多村議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  宇多村議員の今後の防災の取組についての御質問にお答えいた

します。 

 私は、市長就任以来、市民の皆様の命を第一とし、防災対策を最重要課題として取り組

んでまいりました。 

 このたびの能登半島地震では、甚大な被害をもたらす大地震が、いつ、どこで起きるか

分からないという現実が突きつけられました。発災時に最善を尽くすためには、何よりも
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職員が迅速に参集しなければなりません。 

 そこで、地震時の参集場所や初動の任務等を記したカードを、改めて全職員に配付する

とともに、先月抜き打ちの安否報告訓練を複数回実施したところです。訓練を繰り返す中

で、報告時間は短縮しましたが、時間外に実施した際は、確認に手間取るなど、緊急時に

備え、携帯電話を常に所持することを徹底すべきといった課題も見えてきました。今後も

訓練を積み重ねてまいります。 

 さて、議員お尋ねの今後の防災の取組についてです。 

 昨年の大雨やこのたびの能登半島地震災害を踏まえ、新年度、安全・安心の拠点となる

新庁舎や広域防災広場等の整備に加え、計画的な屋根や外壁等の改修を予定していたアス

ピラートなどの防災拠点ともなる公共施設について計画を前倒し、改修を実施することと

しております。 

 そして、命に直結する可能性の高い大雨の土砂災害と地震の津波災害対策として、土砂

及び津波の警戒区域の全約７，０００世帯を対象に、職員が直接その危険性を周知すると

ともに、区域内の世帯に緊急告知・防災ラジオを配備いたします。 

 加えて、新たな防災リーフレットの全戸配布、テレビのデータ放送を活用した情報発信、

地域ごとに防災士等と連携した子ども防災士の育成などにも取り組んでまいります。  

 さらに、能登半島地震災害を受け、命を守るための住宅の耐震化に向け、寝室等の一部

屋でも対象とする住宅耐震改修支援を緊急的に実施してまいります。  

 また、議員から課題として挙げられた女性や妊産婦・乳幼児用品の備蓄につきましては、

本市では、これまでも防災倉庫等に生理用品、紙おむつ、粉ミルク等を備蓄し、また、民

間企業と物資提供協定を結ぶなどの備えを講じてまいりました。 

 こうした中で、旧ＪＡ華城支所の敷地に開設するこども家庭センターのエリアを、妊産

婦や乳幼児を持つ家庭等の避難場所とし、そこに整備する防災倉庫を集積拠点として活用

し、必要な物資のさらなる拡充を図ってまいります。 

 そして、広域防災広場につきましては、隣接地に県立総合医療センターが移転、建て替

えられることから、医療センターに隣接する強みを最大限に生かすため、災害時のトリ

アージなど、医療連携エリア、臨時ヘリポート、物資輸送の拠点施設などを整備すること

といたしております。令和７年度の完成に向け、新年度造成工事に着手いたします。  

 また、公会堂北側に整備する防災広場につきましても、令和７年度の完成を目指し、広

場の設計に着手いたします。 

 今年１１月に竣工する新庁舎には、県の土木建築事務所や保健所、市の社会福祉協議会

も入ります。庁舎に入居する機関と強い連携の下に、より強固な防災対策を構築してまい
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ります。 

 また、大雨や地震等の大規模な災害を踏まえた対策に取り組む中で、専門の知識・経験

や女性の視点を組み込むことが必要不可欠となります。このため、新年度防災危機管理課

に退職自衛官、消防職員、そして女性職員を各２名配置し、災害時における初動の７２時

間の対応の体制強化を図ることといたしております。 

 災害対策にこれで十分ということはございません。能登半島地震災害における対応につ

いては、今後、国や石川県が中心となって、しっかりと検証が行われるものと考えており

ます。 

 山口県においても、このたびの震災を踏まえ、南海トラフ巨大地震等が発生した際の被

害想定の見直しや避難所運営等の課題について検証されると聞いております。 

 市といたしましても、命を守るために重要な避難対策等について、これらの検証も踏ま

え、様々な観点から改善を図ってまいることとしております。 

 私は、災害等の危機管理に当たっては、あさま山荘事件の陣頭指揮を取られた、初代内

閣情報調査室長の佐々淳行氏の言葉を肝に銘じております。それは、「悲観的に準備し、

楽観的に対応する」ということです。常に最悪の事態を頭に描き、非常事態が始まったら、

きっとうまくいくと思って対応しろということです。 

 危機の発生の際に楽観的に対応できる自信はありませんが、最悪を常に想定した災害対

策に力を入れてまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ２番、宇多村議員。 

○２番（宇多村史朗君）  御答弁ありがとうございました。 

 防府市にとって今必要とされる取組を、ハード・ソフトの両面から実施されるというこ

とをお聞きし、心強く思っております。 

 改めて申し上げるまでもなく、地震はいつ起きるか分かりません。早速、職員を対象と

した訓練を繰り返し実施されるなど、市の職員が最前線で頑張るんだという姿勢が伝わり、

驚くとともに、元市職員の立場といたしましても頼もしく感じております。 

 新庁舎や防災広場、公共施設の緊急改修等の様々なハード整備に加え、地域ごとに子ど

も防災士を育成されるといった、地域の防災力の向上につながる事業も実施されるという

ことなので、私たち市民における、自分の命は自分で守るという自助の意識の醸成にもつ

ながるものと考えております。私も機会を捉えてお手伝いできればと考えております。  

 これから出水期を迎えますと、水害や土砂災害への警戒も重要となりますことから、引

き続きしっかりと防災対策に取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたし
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ます。 

 それでは、次の項に入らせていただきます。 

 次に、防府市の観光振興についてお伺いいたします。 

 本年の１月９日に、アメリカのニューヨーク・タイムズが、２０２４年に行くべき

５２か所を発表し、日本からは唯一山口市が選ばれました。 

 ニューヨーク・タイムズでは、毎年１月に旅行先として勧める世界各地の場所を選び、

発表しており、２０２４年には、皆既日食の道が見られる北米、オリンピックを控えたパ

リに続き、３番目に山口市が紹介されました。 

 山口市が、観光公害が少ないコンパクトシティである点や、現在改修中の国宝瑠璃光寺

五重塔、６００年前から続く山口祇園祭、美肌の湯で知られる湯田温泉、小さな路地にあ

るコーヒーショップや飲食店などが紹介されています。 

 ニューヨーク・タイムズの記事での、非の打ち所がないと絶賛された国宝瑠璃光寺五重

塔は、西の京と呼ばれる山口市のシンボルです。現在約７０年ぶりに、檜皮葺屋根の全面

ふき替え工事が行われております。塔の全体がシートで覆われ、いつもの美しい姿を見る

ことができません。むしろ、改修中の今だからこそ、普段は五重塔の中に安置されている、

阿弥陀如来像と大内義弘公入道坐像が改修中の今だけ寺内の御堂に遷座され、今だけ特別

拝観できるなど紹介されています。 

 併せて、県内の観光地域も世界中に紹介され、山口市と最も隣接する本市にとっても、

本市の観光客誘致の絶好のチャンスと言えるのではないでしょうか。  

 さて、防府市では、第５次防府市総合計画「輝き！ほうふプラン」において、観光振興

を推進するために、観光情報の発信やＰＲ活動の強化を行うことが織り込まれており、ま

た、第３次防府市観光振興基本計画においても、情報発信や受入れ環境整備、防府天満宮

から毛利庭園周辺への誘客促進に触れられており、隣接市町との連携についても地域全体

で観光振興を図ることが織り込まれています。 

 山口県との連携については、山口県観光連盟が観光振興を推進するために、県内の観光

地の情報提供やＰＲ活動を行っておられます。また、防府観光コンベンション協会や山口

県観光連盟などの機関が観光情報の発信やＰＲ活動を行っていることから、これらの機関

との連携を強化することも重要な視点であると考えております。 

 このように、防府市の観光振興については、第３次防府市観光振興基本計画に基づいた

施策が進められておりますので、これらの施策を積極的に進め、活用することで防府市の

観光振興につながると考えております。 

 また、ＪＲ西日本の豪華列車「瑞風」が防府市に立ち寄ることは、地域の観光振興にと
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って大きなチャンスでございます。この訪問は、防府市の魅力を全国、さらには世界に広

める絶好の機会となります。 

 まず、防府市の観光振興について考える際、市の主要な観光地を最大限に活用すること

が重要ではないでしょうか。 

 防府市は、防府天満宮、周防国分寺、毛利氏庭園、阿弥陀寺など、歴史的な観光地が数

多く存在いたします。これらの観光地は、市の歴史や文化を体験するための重要な場所で

あり、訪れる人々に深い印象を与えてくれると思います。 

 「瑞風」の立ち寄り先に毛利氏庭園が選ばれましたことも、防府市の魅力や歴史の魅力

によるものであると言えるのではないでしょうか。 

 ニューヨーク・タイムズで選ばれた山口市も歴史的なまちですし、防府市も歴史的な防

府市の魅力を生かして、しっかりと観光振興に取り組むことで、ニューヨーク・タイムズ

や「瑞風」の効果と相まって、防府市がどんどんにぎやかになっていくものと確信してお

ります。 

 この絶好のチャンスを逃がさず、誘客を考えていくためには、観光客が防府市を訪れや

すい環境を整備することも重要です。情報提供の手段を充実させ、観光地の受入れ環境を

改善することで、より多くの人々が防府市を訪れることを促すことができると考えており

ます。 

 以上のような取組を通じて、観光地としての魅力を高め、より多くの人々に市の魅力を

伝えることができると考えております。これらは地域の活性化につながり、防府市の未来

に対する大きな期待を生むことになるとも考えております。 

 そこで御質問いたします。 

 このたびの大きなビッグチャンスをどのように生かし、これからの観光振興にどのよう

に取り組んでいかれるおつもりかお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  ただいまの質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  宇多村議員の防府市の観光振興についての御質問にお答えいた

します。 

 私は、市長就任以来、防府天満宮、周防国分寺、毛利氏庭園、阿弥陀寺などの本市が誇

る歴史ある施設について、インパクトのある四季のポスターを制作するなど、コロナ禍に

あっても積極的に全国に向けてＰＲを行ってまいりました。 

 こうした中、コロナ制限が緩和された昨年５月以降、観光需要を一気に回復させるため、

毛利氏庭園をはじめ市内を巡る旅行商品を造成し、大都市圏からの観光客を呼び込むとと
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もに、主要観光施設を組み込んだ団体バス旅行への助成により、観光客を誘致してまいり

ました。また、全国的に人気の高い旅情報番組などで情報発信も行ってきたところです。  

 さらに、インバウンド対策について、主要観光施設や防府駅へ多言語の歓迎看板を設置

するとともに、国の事業を活用し旅行商品の造成を行いました。 

 こうした取組により、令和５年の観光客数は、毛利氏庭園ではコロナ禍前の令和元年を

上回り、防府天満宮の裸坊祭の人出も回復が見られるとともに、外国人の観光客も増えて

くるなど、ピーク時の２４０万人に迫る２３０万人台となる見込みです。 

 このような中、本年秋のＪＲ「瑞風」の来訪決定に加え、ニューヨーク・タイムズ紙の

効果による山口への注目度の高まりは、防府の観光にとって追い風となっています。  

 これを絶好の機会と捉え、多くの方に、防府に行ってみたい、来てよかったと思ってい

ただけるよう、新年度では「瑞風」が立ち寄る毛利氏庭園、外国人が多く訪れる防府天満

宮周辺エリア等を中心に重点的に誘客に取り組むとともに、受入れ環境の整備も行ってま

いります。 

 まず、毛利氏庭園では、ＪＡＬと連携したイベントの実施や、毛利氏庭園を中心とした

歴史のまち防府を売り込むバスツアーへの助成、さらには、邸宅内で会食ができるプラン

を新たに造成し、旅行会社への売り込みを強化してまいります。 

 また、防府天満宮周辺では、天満宮、山頭火ふるさと館、らんかん橋を結ぶエリアに愛

称を付し、道真公の和歌や山頭火の句を生かしたタペストリーを設置するなど、裸坊参加

者１万人にもつながるよう、エリアにふさわしい景観の整備を進めます。 

 さらに、玄関口の防府駅では、「瑞風」来訪に合わせた高架下南北通路の早期開通を目

指してまいります。 

 私は、「瑞風」の来訪決定が、本市の存在感を高める絶好のチャンスと捉えています。

防府の魅力、歴史のまち防府を全国に発信してまいります。 

 そして、これらの取組の施策の効果を高めていくためには、毛利氏庭園や防府天満宮な

どの魅力を、市内外の多くの皆様に改めて知っていただく必要があります。そのため、

「瑞風」の来訪に合わせ、「歴史のまち防府」をテーマに、世代を問わず聞きに行ってみ

たくなるような、魅力あるトークセッションを交えたイベントを開催することといたして

おります。 

 私は、「瑞風」の来訪やニューヨーク・タイムズ紙の効果を最大限生かし、コンベンシ

ョン協会等と一体となって、国内外からの誘客に取り組み、目標の観光客数３００万人の

早期達成を目指してまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。よろしくお願いいたします。 
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○議長（田中 敏靖君）  ２番、宇多村議員。 

○２番（宇多村史朗君）  御答弁、大変ありがとうございました。 

 第５次防府市総合計画「輝き！ほうふプラン」、そして第３次防府市観光振興基本計画

において、観光客数３００万人を目標にされており、その早期達成に向けて強い思いを感

じることができました。 

 また、今年度も早々に、コロナ明けを見据え、国内やインバウンドに対し、様々な取

組・対策が講じられ、その市長の思いが、「瑞風」やニューヨーク・タイムズ紙にも届い

たのかというふうに思っております。 

 昨年の１２月にオープンした富海駅の交流スペースも、地元の方に大変喜ばれており、

３月に完了予定の駐輪場も楽しみにしております。 

 その富海駅の交流スペースに、防府駅や大道駅と同じデザインの、英語などが入った歓

迎看板が設置されていて、今年度の事業でやられたのかなと大変感謝しております。  

 また、先月の２月１１日に所用で防府天満宮に行きました。春風楼でのことでございま

すが、ガイドの研修をやっておられました。参加者を見てみますと、ボランティアガイド

の方や一般の方、また高校生も参加しておられました。 

 そこにいた観光課の職員さんにお聞きいたしますと、今年は幅広い年齢の方を対象に研

修会を開催したとのことで、半年にわたり座学や実施研修をされていて、よい人材育成を

されているなというふうなことを感じております。 

 また、新年度の予算では、「瑞風」や防府天満宮の１１２５年式年大祭にも向け、防府

駅や毛利邸、そして天満宮の準備をしっかりされていることが分かりました。市民や多く

の人に知ってもらうための取組もすごく大切なことだと思います。 

 山口市からもしっかりと人を呼び込み、これから勢いを増す観光に対して、しっかりと

地固めをしてほしいということを要望いたしまして、本日の私の全ての質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございます。 

○議長（田中 敏靖君）  以上で、２番、宇多村議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（田中 敏靖君）  次は、１０番、石田議員。 

        〔１０番 石田 卓成君 登壇〕 

○１０番（石田 卓成君）  会派「日本の再独立を目指す会」の石田でございます。 

 このたびの能登半島地震により被災された皆様方に、心よりお見舞いを申し上げますと

ともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 被災地の能登半島へは、発災直後より自衛隊や緊急消防援助隊、警察など、多くの関係
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機関が救援活動に入り、懸命の救助活動を行ってくださいましたが、指揮を執る県行政の

機能不全や関係機関の連携不足により混乱が続きました。 

 なぜ、プロであるはずのこれらの機関に当たり前の災害対応ができないのか、一体どの

ようなできない理由があるのかと悩み続け、１月４日から５日にかけては、党を通じて政

府に対しての申入れを行うように依頼をいたしました。 

 その内容につきましては、被災地への一般車両の乗り入れ制限や、全ての孤立エリアに

無線機を持った複数名の情報収集目的の隊員を、ヘリのホイストを利用して送り込むこと、

物資運搬は、ヘリが着陸できない狭い場所にも、ホバリングをしたままの状態で物資を届

けられるスリングつり下げ運搬方式で行うこと、海上自衛隊の輸送艦甲板をヘリの物資運

搬拠点とすること、現地の解体業者が所有するはさみつきのユンボやプロのオペレーター

の積極活用をお願いしたところです。 

 今回の活動の大失敗によって多くの命を失ってしまった原因をしっかりと検証し、直ち

に対策をしなければ、次なる大震災でも同じ失敗を繰り返すことになるのですが、政府と

して本当に今回の活動が失敗だったと認識できているのかという疑問を持っております。  

 我が市が過去に豪雨激甚災害を受けたときもそうでしたが、事後検証をする際にどうし

ても、不都合なことは隠そうとする力が組織には働いてしまうものです。既に、現場の隊

員たちは何が問題だったのかをきちんと認識できているはずです。今回の場合では、石川

県や政府が不都合な事実を隠そうとしなければよいのだがと心配をしています。  

 このような事後の検証では、責任者の過失を追及するという目的ではなく、どうやって

次の災害対策に生かすのかが大切なのですが、現在のところ政府の側からはそのような動

きが見られず、残念に思っております。 

 そこで、今回の活動の何が問題だったのかを検証しながら、拙案として今後の対策を考

えてみたいと思います。 

 まず１点目は、発災直後の被害状況の把握方法についてでございます。 

 今回の大災害については、少なくとも発災翌日となる１月２日の午前中には、上空から

の被害状況確認などによって多くの家屋が倒壊するとともに、道路の寸断や土砂崩れによ

って多くの孤立エリアが発生し、携帯電話の通信も途絶えてしまっていることが把握でき

ていたはずです。 

 それなのに全体の被害状況を分かる範囲でもよいので、把握をしようとしないままに応

援で駆けつけてくれた部隊を場当たり的に配置し、活動を始めてしまったことが最大の失

敗原因になります。 

 恥ずかしながら、小生も、発災５日後に陸自の隊長さんから教えてもらって知ったので
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すが、自衛隊の隊員は災害現場での通信手段となる携帯無線機をほとんど保有しておらず、

そうであるならば、発災直後の情報収集活動の任務を託すべきではありませんでした。  

 消防は直ちに救助、救急、火災の対応をする必要があるので、自前のホイスト付ヘリを

保有し、隊員２名に１台の割合で携帯無線機が配備され、孤立エリアごとにヘリをホバリ

ングした状態のまま、ホイスト降下で空中から隊員を直接投入でき、組織内だけで情報収

集活動の任務を遂行できる警察しか情報収集の任務を完遂できる組織はなかったはずなの

です。 

 それぞれの孤立エリアに投入された警察隊員は、多くの倒壊家屋がある中、地域の住民

から、御近所さんたちの車がいつも止まっている場所にあるのかや、孫が帰ってくると言

っていなかったか、正月は旅行に行くと言っていなかったか、世帯構成はどうなっている

のかなどなど、御近所さんでないと知り得ないあらゆる情報を集め、倒壊した家屋の中に

人が閉じ込められて、生き埋めになっている可能性があるのかないのかを把握した上で、

携帯型の無線機では電波の届く範囲が限られているために、中規模エリアごとに設置する

無線中継拠点の隊員に情報を伝えた後、全体の情報を集める災害対策本部に情報を集約、

ある程度の全体状況を把握した後に、各地に配置する部隊を決めて、足りないと判断した

時点で、直ちに増援要請をすべきでした。 

 そこで、１点目の質問として、このたびのように携帯電話通信が遮断された状態での大

規模災害現場での情報収集の方法について、我が市としてはどのようにすべきと考えてお

られますでしょうか。また、国が失敗だったと捉えていないとするならば、このことを把

握できていない可能性が高いので、教えてあげていただけますでしょうか。御所見を伺い

ます。 

 次に、２点目として、道路が寸断し、救助隊が現場にたどり着けない場合の対策につい

て考えてみたいと思います。 

 このたびのように多くの道路が寸断し、かつ迂回路もなく、発災翌日になっても救助現

場にたどり着けないような震災被害は事前には想定できていなかったはずです。しかし、

次なる大震災に向けてすぐに準備を整える必要があると思い、いろいろと考えてみたとこ

ろ、防災ヘリのホバリングで救助隊員と救助資機材を救助現場に直接投入できる新たな仕

組みがつくれればよいのではないかと考え、１月１０日に現場の防府消防の隊員さんたち

にも協力してもらいながら、宇部にある防災ヘリの仕様を教えてもらいました。 

 防災ヘリの仕様ですが、つり下げフックによる最大つり下げ重量が１．５トンで、つり

下げスリングの長さは５メートルと１０メートルの２種類があり、つり下げの場合には、

先に隊員１名がホイストで降下し、安全確保やフックを外す必要があることや、ホイスト
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の最大荷重は２４９キログラムであること、ホイストのワイヤー長さは最大８８メートル

だが、通常は５０メートルぐらいまでの長さで使用していること、大規模災害時のヘリの

運用の指示は、県災害対策本部にある航空運用調整班が行っていることなどを教えてくだ

さいました。 

 技術的には、防災ヘリから直接孤立した救助現場へ送り込むことが可能であることが判

明したため、翌日に米本消防長のところにその体制を整えてほしいとお願いに行ったとこ

ろ、宇部の航空隊とも連絡を取り合いながら、すぐに救助資機材の重さを量ってくださり、

救急対応の資材など、ほかに何が必要かなどを検討し、３時間後の１６時に必要な救助資

機材と隊員５名の投入について、いつでも対応できる体制を整えましたとの連絡をいただ

き、とても感動したところです。ありがとうございました。 

 すぐに対応してくださったことにより、防府市内での体制は整ったのですが、全国の消

防でも同じような仕組みが構築できているのか、総務省消防庁からはそのような体制を整

えるように指示が出ているのかが気になっております。もしも、いまだに指示が出ていな

いのであれば、市長から教えてあげるとよいのかなとも考えております。 

 このとき、現場の先輩と意見交換をさせていただく中で、何日たっても支援物資が届か

ないなど、ここは本当に先進国とも言われたことがある日本なのかと感じるとのお言葉は

本当に胸に刺さり、政治の至らなさを痛感したところです。 

 そこで、２点目の質問として、既に我が市の消防においては空中から入れる体制を整え

てくださいましたが、次なる大規模地震に備えて、このような対策を全国で構築する必要

があると考えております。震災後、現在までの間に、国や県のほうからお願いなどがあっ

たのかを教えていただけませんでしょうか。 

 次の３点目は、関係機関や災害時応援協定を締結している民間団体との連携についてで

ございます。 

 今回の災害対応で驚いたのが、１月７日の夜に、ＮＨＫニュースで放送された、生き埋

め救助現場の様子でした。まだ人が生き埋めになっている救助現場で、はさみ付ユンボを

使う映像が流れたのですが、プロとは思えない現場の隊員がオペレーターをしていたので

しょう。屋根と壁が一気に崩れ落ち、アームの部分が大きくバウンドする映像を見て、前

回１２月議会での一般質問でも同じことを申し上げましたが、災害現場での重機による作

業は、必ずプロのオペレーターにお願いしないと、二次災害が起きてしまうと確信をいた

しました。 

 そこで、現在我が市が災害時応援協定を締結されている建設業協会防府支部に、解体業

者が何社ほど加盟しておられるのかを確認したところ、１社しかおられないことが判明、
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さらには、ユンボを自前で所有しておられない業者さんが多いことも同時に判明いたしま

した。 

 その後、防災危機管理課の職員さんと一緒に解体業者さんのところに行き、解体業にも

組合のような組織があるのかや、一般的にはどのようなサイズの重機を所有しておられる

のか、救助現場で活動していただくのに御不安な点はないかなどなど、プロでないと分か

らない多くのことを教えていただいたところです。今後の連携に向けて期待を高めており

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 さらに次の段階として、自衛隊ヘリのチヌークＣＨ癩４７との連携をすることにより、

孤立エリアの家屋倒壊救助現場に上空から重機を直接投入する仕組み、つまり、先ほどの

救助隊のような感じの仕組みも、全国のモデルとして構築していただけないかと期待をし

ております。 

 重機のオペレーターさんについては、防災ヘリのホイスト降下で、隊員が抱きかかえて

一緒に現場に降りることが可能です。これができれば、家屋倒壊による生き埋め救助現場

での活動が大幅にスピードアップできますし、救助活動終了後はそのまま現地で道路啓開

の作業をしていただくことも可能になります。 

 そこで、３点目の質問として、我が市が目指すべき災害時応援協定の姿や自衛隊との連

携、前回の１２月議会の一般質問でもお願いをした、既に協定を締結されている建設業協

会加盟の会社が、どのサイズの重機を何台保有しておられるのかや、夜間や祝日に発災し

た場合の第２・第３の連絡先も把握しておく必要があると考えておりますが、これらの連

携について、現在どのように動かれているのかを教えていただけますでしょうか。  

 次の４点目は、入札制度による重機不足の課題の解決に向けてでございます。  

 大規模災害においては、官民合わせた総力戦が求められるのですが、このたびの災害で

は、民間の土木会社が所有する重機の数が、一昔前と比べて大幅に少なくなっていること

も改めて露呈したところです。 

 これには、国全体の公共事業予算が削減され続けたり、入札競争が激化したことも原因

ではございますが、そのほかにも入札の仕組みが大きく関係していることを、このたびの

災害で知ることができました。 

 その内容といたしましては、小規模な土木会社については、国交省の経営事項審査にお

いて、建設会社が自前でユンボやブルなどの固定資産を所有すると、経営力を判断するＹ

点、つまり経営状況分析が下がる傾向にあり、企業の社会的な能力を評価する指標である

Ｗ点の加算はあるものの、全体として入札時に不利になってしまうことが多いために、ほ

とんどの会社が自前で重機を持たずにレンタルで対応をしているとのことでした。  
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 この点については、全国的な課題でもありますので、ぜひ市長会などを通じて災害対応

力の強化のためにも、制度の改正が必要であることを訴えていただきたいと思います。  

 今回の当初予算案の中で、地域にある赤線や青線などの維持管理を住民が主体となって

取り組む場合にも活用できる、がんばる地域応援事業を新たにつくってくださったことを

大変うれしく思っておりますが、併せて、前回の一般質問でも要望させていただいた赤

線・青線の維持管理を地域と一緒になって行ってくれるような土木会社については、我が

市の入札制度において、地域貢献ポイントを大幅に増やすなどの工夫をしていただけると、

重機の数も増え、災害対応力の強化にも地域課題の解決にもつながると思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 そこで、４点目の質問として、このたびの災害で露呈した、地域の土木会社が重機を保

有しておらず、災害対策の即応体制が取れない経営事項審査の制度内容見直しに向けて、

国に求めていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。御所見を伺います。 

 次の５点目は、支援物資をお届けする際のヘリのフル活用についてでございます。  

 このたびの災害では、孤立した山間地への物資搬送が陸上自衛隊の隊員による人海戦術

で行われ、新聞記事などでも美談として放送されておりました。しかし、少し皆様も考え

ていただきたいのですが、基本的に防災ヘリのスリングつり下げやホイスト降下の方法で

届けられない場所など、能登半島のどこにもありません。このつり下げ運搬は、東日本大

震災の際に、トモダチ作戦で米軍が対応した方法でもあります。 

 当初は自衛隊もつり下げ用のスリングを所有していると思っていましたので、なぜ活用

しないのかが不思議でなりませんでしたが、いろいろと調べているうちに、スリングをほ

とんど保有しておらず、日頃の訓練もできていないことが判明し、驚いたところです。  

 それならば、その方法が可能な防災ヘリや警察ヘリに頼めばよいと誰でも思うと思いま

すし、ネットのＳＮＳでは、なぜつり下げ方式でしないのかと騒ぎになっておりました。  

 特に登山愛好家の皆さんからは、山小屋に物資を運搬する際に、いつも民間ヘリが簡単

にしてくれる方法なのに、なぜプロにできないのかという話になっておりました。これは、

ヘリ活用の指示を出す立場であった石川県の航空運用調整班も、どの組織に物資運搬を頼

めばよいのかを分かっていなかった可能性が高いと考えております。  

 まだ余震が続く中にあって、土砂崩れのあった場所を、陸上自衛隊の隊員さんたちが人

海戦術で物資運搬をされていましたが、二次災害によって貴重な隊員の命を失わなくてよ

かった。これは運がよかったのだろうと安堵しているところです。 

 そこで、５点目の質問として、この課題について、私としても警察や自衛隊に問い合わ

せて状況を確認しているのですが、市の所管ではございませんので、日頃から連携をされ
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ている執行部のほうで、速やかにヘリの活用の役割分担についての情報交換をしてほしい

と願っております。この点についての執行部の御所見を伺います。 

 このように多くの失敗を繰り返してきましたが、事後の検証では、冒頭にも申しました

とおり、責任者の過失を追及する目的ではなく、どうやって次に生かすのかが大切です。

次なる大災害に向けて、一人でも多くの命を救うために立ち止まっている暇はありません

ので、よろしくお願いをいたします。 

 次の６点目は、関係機関との合同訓練と事後検証についてでございます。 

 最近では、自衛隊、消防、警察、行政などの関係機関が集結しての合同訓練も毎年のよ

うに行われているのですが、今回、判明したことは、どの組織に何ができて何ができない

のか、どの組織がどのような活動を得意としているのかという基本的なことでさえ、お互

いの組織が把握をしていなかったことになります。この点は、すぐに改める必要があるで

しょう。 

 政府には、直ちに関係機関を集めての事後検証をしてもらうとともに、今後に行われる

合同訓練においては、事前に訓練想定を教えない形でのブラインド訓練を実施、大いに失

敗をしてもらった後に、できない理由ではなく、どうすればできるのかを考えられるタイ

プの職員を各組織から選出してもらい、総合力を発揮できるような仕組みづくりを行う必

要があると考えております。 

 そこで、６点目の質問として、合同訓練の方法の在り方と、その後の事後検証について

の執行部の御所見を伺います。 

 次の７点目は、水道・下水道インフラの整備と耐震化及び無電柱化の推進についてでご

ざいます。 

 このたびの災害では、耐震化の進んでいなかった水道管がずたずたに寸断してしまい、

新年会でお会いした自治会長さんからも、防府は大丈夫なのかと心配の声が届いておりま

す。 

 上水道事業については、来年度から国交省に所管替えとなりますが、耐震化をする際の

国庫補助が少な過ぎるように感じております。 

 財務省は、緊縮財政を継続したいがために、ＰＦＩやＰＰＰへ誘導するなど、意味不明

なことを推進しておりますが、料金の値上げや質の悪化により、欧州では、再公有化の動

きも進んでおりますので、我が国が同じ失敗を繰り返さないためにも、水道管の耐震化や

豪雨排水対策としての下水道の整備などにも、国土強靱化予算の国７割補助を適用し、速

やかに対策できるようにすべきだと考えます。 

 また、電柱が道路を塞いでしまったために、救助現場までたどり着けなかった事例も多
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くあったとの報道がございましたが、この無電柱化の取組についても、同じく国土強靱化

予算の国７割補助を適用できるように、市長会などの機会を通じて、しっかりと国に要望

をしていただきたいと思います。 

 そこで、７点目の質問として、執行部としては、これら水道・下水道、無電柱化の国

７割補助の要望について、どのように考えておられますでしょうか。御所見を伺います。  

 次の８点目は、自衛隊員の処遇改善についてでございます。 

 このたびの災害では、自衛隊員に満足な装備が貸与されていないことも明らかになりま

した。家屋倒壊の救助現場ではくぎが出ていることも多く、本来であれば破傷風にならな

いために、踏み抜き防止板入りの編み上げ靴が必要となるのですが、コスト削減で板が入

っていないものが貸与されているため、自腹で買っている人が多いようです。 

 そのほかにも、通信用のトランシーバーやガラスで負傷しないためのケブラー手袋など

も自腹で購入されているとのことでした。 

 実際の現場では、けがをした場合には、すぐに申し出るように指示がなされているよう

でございますが、私自身も火災の現場でけがをした際に、くぎが刺さったりしても、チー

ムとして活動しており、気も張っているために痛みを感じることもなく、頑張っているみ

んなに迷惑をかけるわけにはいかないという気持ちになりましたので、ほとんどの隊員は、

同じようにそのまま作業を続行してしまうと考えています。 

 そこで、８点目の質問として、自衛隊の隊員さんたちに、このような思いをさせないた

めにも、防府市民としての陸自隊員を抱える立場としても、あらゆる機会を通じて処遇の

改善を求めていただきたいと思いますが、執行部としてはどのように考えておられますで

しょうか。御所見を伺います。 

 次は、９点目として、１１９番の受付についてでございます。 

 このたびの災害では、１１９番が混み合って不通になるということも起こりました。こ

れについては、何が原因であったのかは現時点では判明していないと思いますが、あらゆ

る可能性を考え、通信事業者とも協議をしていただき、迂回回線など、万全の体制を整え

てほしいと願っております。 

 今後は、山口市、萩市との共同運用によって、１１９番を受ける隊員の数も増えますが、

南海トラフのような広範囲での地震の対策として、執行部はどのような対策を考えておら

れますでしょうか。御所見を伺います。 

 また、南海トラフなどの大規模地震に備え、全国的な迂回システムを構築する必要性に

ついて、総務省消防庁にも積極的に予防をしていただきたいと思っておりますし、生き埋

めとなっている行方不明者の捜索の際に必要な重機情報が、大規模災害時に連携する消防
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本部でも活用できる仕組みづくりが必要になってくると思います。 

 そこで、９点目の質問として、今回の震災被害を受けての通信指令業務の対策について、

執行部としての御所見を伺います。 

 最後の１０点目は、重機を所有しておられる消防団員との連携についてでございます。  

 以前より消防団の方からお話を頂いていたのですが、このような災害があった際の現場

では、１台でもユンボがあればまさに百人力でございまして、即座に対応できる重機を所

有しておられる団員さんとの連携が求められております。 

 具体的には、重機やダンプなどを保有しておられる団員さんに、サイズや台数を調査し

た上で、日頃から乗っておられる団員の方との連携訓練を行うことで、現場活動において

も、スムーズな連携ができると考えておりますが、最後の１０点目の質問として、執行部

には、この重機を保有しておられる団員さんとの連携について、どのように考えておられ

ますでしょうか。御所見を伺います。 

 以上です。 

○議長（田中 敏靖君）  １０番、石田議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 池田  豊君 登壇〕 

○市長（池田  豊君）  石田議員の能登半島地震に関しての多岐にわたる御質問のうち、

私からは、１点目から８点目についてお答えいたします。 

 能登半島では、一昨年には震度６弱、昨年には震度６強の地震があり、地元自治体は警

戒を強め備えを進めていた中で、元日に未曽有の震災に見舞われました。 

 道路網の寸断や海底隆起等、極めて困難な状況の中、自衛隊、警察、消防の部隊等が救

助活動に最善を尽くされ、今なお懸命な復旧活動が続いております。深く敬意を表す次第

でございます。 

 このたびの能登半島地震災害における対応について様々な御意見がございますが、今後、

国や石川県が中心となってしっかりと検証が行われるものと考えております。 

 それでは、まず１点目の、携帯電話の遮断時における情報収集についてです。  

 今や防災対策は、平成７年の阪神淡路大震災を契機に、急速に普及いたしました携帯電

話の使用が前提となっております。 

 災害時に携帯電話が遮断された場合には、固定電話をはじめ、衛星電話や防災行政無線、

消防無線等を駆使し、災害対策本部と国や県、地域の防災拠点となる公民館、消防分団等

をつなぎ、情報収集に努めることとしております。 

 次に、２点目の、道路寸断時の救助隊の対応についてです。 

 議員からはいろいろと御説明等がございましたけれども、一番の問題は、道路が寸断し
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て救助隊が現場にたどり着けなかったことだと思っております。 

 能登半島に幹線道路が１本しかないという道路事情により、救助活動や物資輸送等が妨

げられました。 

 国道２号の富海拡幅や台道鋳銭司間の拡幅工事の早期実現の促進を進める中、このたび

のような激甚化・頻発化する災害の備えとして、国道２号と山陽自動車道とのダブルネッ

トワークが非常に重要であることを改めて認識いたしました。 

 そして、幹線道路網の構築に加え、防府市には、防府北基地・南基地が立地する本市の

強みを生かして、自衛隊等と連携の強化を図っていきたいと考えております。 

 次に、３点目の災害における民間事業者等との連携についてです。  

 本市では、自衛隊をはじめ、国や県等の関係機関と救助に係る合同訓練を実施するなど、

連携体制の強化を図っているところです。 

 災害現場における重機の活用については、山口県建設業協会等と災害時応援協定を提携

していることから、協定に基づき、救助活動等へ生かしてまいりたいと考えております。  

 次に、４点目の入札制度による重機不足の課題についてです。 

 入札制度における国の経営事項審査の評価については、建設機械の所有台数に応じた加

点評価や加点の増評価、対象機械の拡大など順次拡充されてきており、本市においても、

拡充された国の取扱いに準じて入札を執行していると報告を受けております。 

 また、５点目の、支援物資を届ける際のヘリコプターの活用についてです。 

 このたびの震災を受け、８ヘクタールを有する広域防災広場の整備の重要性を改めて認

識したところです。 

 県立総合医療センター建て替え地に隣接するという強みを最大限に生かし、災害時のト

リアージなど、医療連携エリアと併せ、物資輸送に活用できる臨時ヘリポート等を配置す

ることとしており、整備を急いでまいります。 

 次に、６点目の関係機関との合同訓練と事後検証についてです。 

 大地震発生時に最善を尽くすためには、何よりも職員の迅速な参集が不可欠です。そこ

で先月、抜き打ちの安否報告訓練を複数回実施したところです。今後も課題を改善しなが

ら訓練を重ねてまいります。 

 また、国の佐波川総合水防演習や県の総合防災訓練などに参加し、関係機関との連携強

化に努めております。 

 さらに昨年は、中関小学校での陸上自衛隊、消防本部による救助訓練、また野島での徳

山海上保安部、防府警察署、消防本部による救助避難訓練等を実施するなど、より実効性

のある連携に向け、訓練を行っているところでございます。 
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 次に、７点目の水道・下水道の耐震化等の推進についてです。 

 水道、下水道の耐震化等への支援を含め、河川の浚渫や防災施設の整備、幹線道路網の

構築等、防災に係る必要な財源措置については、国においてしっかりと確保されるもので

あり、全国市長会等、あらゆる機会を通じて国へ要望してまいりたいと考えております。  

 最後に、８点目の自衛隊の処遇改善についてです。 

 国防を担う、そして最前線で災害対応に従事される自衛隊をはじめ、消防や警察など、

人の命を守るという崇高な任務を担う方々は、これまでも、またこれからもその職務にふ

さわしい処遇をされるべきものと考えております。 

 議員からは、能登半島地震災害における対応について様々な御意見を頂きました。今後、

しっかりと国や地元自治体等により行われる検証、また山口県における検証を参考にさせ

ていただきながら、防府市の災害対策をしっかりと進めてまいりたいと考えております。  

 以上、御答弁申し上げました。残りの質問につきましては、消防長のほうより御答弁さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中 敏靖君）  消防長。 

○消防長（米本 静雄君）  私からは、９点目と１０点目の御質問にお答えいたします。 

 まず、１１９番の受付についてです。 

 消防本部では、大規模災害を想定し、現在稼働しております通信指令システムの整備に

合わせ、消防署南出張所に１１９番の迂回回線を設けてバックアップ体制を整えておりま

す。また、震度５弱以上の地震発生時には、通信指令課の職員を速やかに増員し、

１１９番の重複に対応することとしております。 

 現在、さらなる災害対応力の強化等を図るため、山口市、萩市との消防通信指令業務の

共同運用に向け取り組んでおり、令和７年度完成を目指し、しっかりと進めてまいります。 

 次に、１０点目の重機を所有する消防団員との連携についてです。 

 消防団は、災害時における地域防災の要です。消防団員による重機を活用した救助活動

等は想定しておりませんが、今後も地域の消防団としっかりと連携し、災害対応力の向上

を図ってまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（田中 敏靖君）  １０番、石田議員。 

○１０番（石田 卓成君）  御答弁ありがとうございます。 

 まず、４点目の入札なんですけど、これ、担当課のほうもこういうことがあるというの

は把握されていなかったんですよね。こういう、中小の土木会社がこういう問題を抱えて

いるから重機を持っていないというのを、意見交換させてもらった上でも把握しておられ
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なかったと思うんですけど、全国的にはやっぱりそうやって言っている人が多いんで、し

っかりと調査していただいて、実際に地元の方にも聞くと、そういうことがあるとおっし

ゃいますんで、社長さん皆、口をそろえて。ぜひよろしくお願いいたします。 

 あと、７点目の水道・下水道の国の補助、あと無電柱化、これ、割合が何か、今、少な

いらしいんですよね。ぜひ、市長会で声を大にして、私も積極財政の地方議連のほうで、

提言書にもそのこと入っていますけど、ぜひ声を大にして訴えていただきたいと思います。

せっかくの機会だと思いますので、これを機にぜひ改善してもらえたらと思います。  

 あとは、重機のほうの建設業協会とかとの、皆様との連携、解体業者さんとの連携、あ

とは消防団とその重機を使った連携ですけど、この場じゃあなかなか言いにくいこともあ

るんかもしれないですけど、しっかりと次の災害でちゃんと対応できるように、万全の準

備を整えていただきたいと思います。 

 今回の災害についてのいろんなやり取りの中で、阪神・淡路大震災の災害対応が話題に

なっておりましたが、あのとき危機管理のプロであった、先ほどおっしゃられた、佐々淳

行さんのお師匠なんですけど、後藤田正晴さんが官邸に行き、村山総理に対して、天災は

しようがない。地震は人間の力ではどうしようもない。だけど、天災が起きた後のことは

全て人災だ。あなたは政治家だから全部やらなければいけない。やれることは何でもやら

なければいけないというアドバイスをされたそうです。それを受けた村山総理は、自分に

危機管理の知識があるわけではないけれども、責任を取ることはできるということで、全

部現場で決めてくれ、現場が一番分かるんだから。法律であろうが何であろうが、それを

ひっくり返してでも現場が必要だと思うものは、全部私が責任を取るからやってくれと言

われたことを知り、双方ともにすごいなと大変感動をいたしました。  

 このときアドバイスをされた後藤田正晴さんの遺された後藤田五訓も、あらゆる組織に

活用できる大切な教えであると考えておりまして、各部においてもぜひ活用していただき

たいのですが、１番目に、省益を忘れ、国益を想え。自分の課とか部だけのことやなくて、

全体を考えてやってくださいよということですね。２番目に、悪い、本当の事実を報告せ

よ。３番目に、勇気をもって意見具申せよ。４番目に、自分の仕事でないと言うなかれ。

５番目に、命令が下ったら従い、実行せよとなっております。 

 私自身、後藤田正晴さんのことを大変尊敬しておりまして、そのほかにも一日生涯とい

う言葉を残されておりますが、即行動したり判断に迷ったりしないために、朝起きたとき

に生まれて、夜寝るときには死ぬのだという気持ちで毎日を生きるという心がけが大切だ

とおっしゃられたものだと捉えております。 

 我が市において、災害の矢面に立つことになる消防や防災危機管理課は、今回の災害を
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通じて様々な意見交換をさせていただきましたが、とても風通しがよく、陸上自衛隊の隊

長さんもすばらしい方で、連携もしっかりとできており、市長御自身も総務省との信頼関

係をしっかりと構築してくださっていますので、現場の声をぜひ防府モデルとして直接国

のほうへも伝えていただき、日本全体の災害対応力アップにつなげていただくよう重ねて

お願いを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（田中 敏靖君）  以上で、１０番、石田議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（田中 敏靖君）  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、これにて

延会することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中 敏靖君）  御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会する

ことに決しました。 

 なお、お疲れのところ大変申し訳ございませんが、直ちに議会運営委員会を開催します

ので、関係の方々は全員協議会室に御参集ください。お疲れさまでした。 

午後３時    延会 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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